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   ≪年号表記について≫ 

今後、元号の変更が予定されていますが、本計画の策定時点では新元号が決まっていない 

ため、表記の連続性およびわかりやすさの観点から、和暦で表記する箇所については平成の 

表記としました。 

 なお、西暦との対応関係は以下のとおりです。 

 

  平成 30 年度（2018 年度） 平成 31 年度（2019 年度） 平成 32年度（2020 年度） 

                      

  



は  じ  め  に 

 

本市では、障害者施策の基本的な計画である「横須賀障害者計画」の実施

計画として「第４期横須賀市障害福祉計画」を策定し、障害のある方が安心

して暮らせるよう、必要な障害福祉サービス及び相談支援を提供する基盤整

備を推進してまいりました。 

この計画期間中にも、障害者差別解消法の施行や障害者雇用促進法、発達

障害者支援法の改正などが行われるなど、障害者福祉をとりまく環境は変わ

りつつあります。また、一億総活躍社会づくりが進められる中、福祉分野に

おいても、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支えあいながら自分らしく活

躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働で助け合い

ながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向けた取り組みも始ま

っています。 

こうした考え方を踏まえ、障害福祉サービス等の提供体制の確保と、障害

者総合支援法や児童福祉法に基づく障害（児）者の支援などを円滑に行うた

め、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間を計画期間とする「第５期横

須賀市障害福祉計画（第１期横須賀市障害児福祉計画を含む）」を策定いた

しました。 

今後は、この計画を生かしながら、住み慣れた地域で、障害の有無にかか

わらず、誰もが安心して暮らせるまちの実現を目指します。そして、立場や

年齢を超え、みんなで支え合う社会「誰も一人にさせないまち」の実現に向

け、各施策の推進に努めてまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました横須賀市

社会福祉審議会及び障害福祉計画等検討部会の委員の皆さまをはじめ、アン

ケートやパブリック・コメント手続などにご協力をいただきました多くの市

民の皆さまに、心からお礼を申し上げます。 

平成 30 年（2018 年）２月  

横須賀市長  上 地 克 明  
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第１章 計画策定の基本的な考え方 

１ 計画策定の趣旨 

 

横須賀市は、障害者基本法に基づき、障害者施策の基本理念や施策の方向性を定

めるため、平成９年に第１期「よこすか障害者福祉計画」、平成１５年に第２期

「よこすか障害者福祉計画」、平成２１年に第３期「よこすか障害者福祉計画」、

平成２７年に第４期「横須賀障害者福祉計画」（６か年計画）を策定しています。 

そして、第４期「横須賀障害者福祉計画」から障害者と社会とのつながりの再構

築を意識した「インクルージョン」の考え方に重点を置き、社会に溶け込んだ障害

者が、より自分らしく過ごすことができるよう、本人の能力回復である「リハビリ

テーション」や本人が能力を最大限発揮できる環境を整える「エンパワメント」の

３つの考え方を踏まえたうえで、「ひとりひとりの個性と命を大切にする」との基

本理念のもと、「障害の有無にかかわらず、誰もが安心して暮らせるまちの実現」

を目標として、障害の有無・種別・程度にかかわらず、誰もが自らの意思により住

み慣れた地域で「普通の生活」を営むことができるように取り組んできました。 

一方、平成25年に施行された障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービス等の

数値目標と見込量を定めるため、本市では、平成２７年に「第４期横須賀市障害福

祉計画」を策定しました。そして、平成２９年度で計画期間の終了を迎えるため、

この度、国の基本指針に基づいて「第５期横須賀市障害福祉計画」を策定すること

となりました。また、この計画では児童福祉法の改正により、障害児通所支援等及

び障害児相談支援の提供体制の確保に係る成果目標と、障害児福祉サービスなどの

見込量を定める障害児福祉計画を合わせて策定することとしています。 

本市は、現行の「横須賀障害者福祉計画」及び、今回の「第５期横須賀市障害福

祉計画」（第１期横須賀市障害児福祉計画を含む）に基づき、障害福祉サービス等

の提供体制の確保や障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく業務の円滑な実施を

目指します。 
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（※１）ノーマライゼーション・・障害者を特別視するのではなく、一般社会の中

で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマ 

２ 計画の位置づけ 

 

本市では、「障害者基本法」に基づいて、障害者のための施策の基本的な理念や

施策の方向性を示す障害者福祉計画の計画期間を６か年として策定しています。そ

して、その６か年を前期と後期に分け、３か年計画として「障害者総合支援法」に

基づいて障害福祉計画を定めています。また、今回からは「児童福祉法」に基づき

障害児福祉サービスなどの見込量についても一体のものとして策定しています。 

「障害者」とは、年齢にかかわりなく、身体障害、知的障害、精神障害、難病及

び発達障害等に起因する身体または精神上の障害を有する方で、長期にわたり生活

上の支障のある方とします。 

この計画は本市における他の計画と整合性を併せもつものです。 

 

 

 平成2７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

現計画 

「横須賀障害者
福祉計画 

（第４期横須 
賀市障害福祉 

計画を含む）」 

基本理念と施策の方向性 

『横須賀障害者福祉計画』（障害者基本法） 

数値目標と障害福祉サービス等の見込量 

『第４期横須賀市障害福祉計画』 

（障害者総合支援法） 

【今回の計画】 

数値目標と障害福祉サービス等の見込量 

『第５期横須賀市障害福祉計画』 
（障害者総合支援法） 

＋ 
『第１期横須賀市障害児福祉計画』 

（児童福祉法） 

 

 

３ 計画期間 

 

この計画の期間は、平成３０年度から３２年度までの３か年計画とします。 
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第２章 障害者をとりまく現状 

 

１ 人口構造の推移 

 

本市の人口構造の現状として、住民基本台帳による年齢３区分別人口の推移は、次のとお

りです。 

 総人口及び年齢区分別の年少人口（０～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）は減少

し、老年人口（65 歳以上）が増加しています。 

平成29年4月1日現在の高齢化率は30.4％です。 

 

■ 横須賀市の人口 

各年4月1日現在    

 平成２5年 平成26 年 平成27 年 平成28 年 平成29 年 

0～14 歳 51,524 人 50,274 人 49,098 人 47,906 人 46,805 人 

15～64 歳 256,789 人 251,239 人 246,188 人 241,641 人 238,652 人 

65 歳以上 113,794 人 117,108 人 120,576 人 122,763 人 124,434 人 

総 数 422,107 人 418,621 人 415,862 人 412,310 人 409,891 人 

（資料）住民基本台帳 
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２ 障害者の状況 

（１）身体障害者の状況 

身体障害者手帳の所持者数は、平成29年４月１日現在13,650人です。平成26年度

の13,969人と比較して約2.3％減少しています。これまで増加していた障害者数でした

が平成26年度を境に減少に転じています。 

障害種別でみると、肢体不自由が49.6％、内部機能障害が33.5％で、この２つの障

害種別で８割強となっています。また、障害種別・年齢区分別でみると、年齢区分によ

る障害種別の顕著な差はみられませんが、年齢区分別障害者総数をみると、65歳以上が

約73.5％となっています。さらに、障害種別・等級別でみると、一般的に重度障害と区

分される１級及び２級が半数以上となっており、障害種別では、内部機能障害で１級の

割合が高くなっています。 

■ 障害種別身体障害者数の推移 
各年4月１日現在 

 
 視覚障害 

聴覚・平衡 
機能障害 

音声・言語 
・そしゃく 
機能障害 

肢体不自由 
内部 

機能障害 
計 

平成25年 
人 数 

（構成比） 
975 人 
（7.0％） 

1,203 人 
（8.7％） 

135 人 
（1.0％） 

7,276 人 
（52.5％） 

4,268 人 
（30.8％） 

13,857 人 
（100.0％） 

平成26年 
人 数 

（構成比） 
943 人 
（6.8％） 

1,189 人 
（8.5％） 

150 人 
（1.1％） 

7,337 人 
（52.5％） 

4,350 人 
（31.1％） 

13,969 人 
（100.0％） 

平成27年 
人 数 

（構成比） 
917 人 
（6.6％） 

1,237 人 
（8.9％） 

151 人 
（1.1％） 

7,217 人 
（51.8％） 

4,421 人 
（31.7％） 

13,943 人 
（100.0％） 

平成28年 
人 数 

（構成比） 
914 人 
（6.6％） 

1,239 人 
（9.0％） 

145 人 
（1.1％） 

6,979 人 
（50.6％） 

4,510 人 
（32.7％） 

13,787 人 
（100.0％） 

平成29年 
人 数 

（構成比） 
909 人 
（6.7％） 

1,247 人 
（9.1％） 

147 人 
（1.1％） 

6,775 人 
（49.6％） 

4,572 人 
（33.5％） 

13,650 人 
（100.0％） 

（資料）福祉部 

■ 障害種別・年齢区分別身体障害者の状況 
平成29年4月1日現在 

 
 視覚障害 

聴覚・平衡 
機能障害 

音声・言語 
・そしゃく 
機能障害 

肢体不自由 
内部 

機能障害 
計 

0～17歳 
人 数 

（構成比） 

5 人 
（2.1％） 

33 人 
（14.2％） 

2 人 
（0.9％） 

165 人 
（70.8％） 

28 人 
（12.0％） 

233 人 
（1.７％） 

18～39歳 
人 数 

（構成比） 
35 人 

（6.1％） 

67 人 
（11.6％） 

6 人 
（1.0％） 

351 人 
（60.7％） 

119 人 
（20.6％） 

578 人 
（4.2％） 

40～64歳 
人 数 

（構成比） 
173 人 
（6.2％） 

196 人 
（7.0％） 

39 人 
（1.4％） 

1,559 人 
（55.6％） 

838 人 
（29.9％） 

2,805 人 
（20.6％） 

65歳以上 
人 数 

（構成比） 
696 人 
（6.9％） 

951 人 
（9.5％） 

100 人 
（1.0％） 

4,700 人 
（46.8％） 

3,587 人 
（35.7％） 

10,034 人 
（73.5％） 

計 
人 数 

（構成比） 
909 人 
（6.7％） 

1,247 人 
（9.1％） 

147 人 
（1.1％） 

6,775 人 
（49.6％） 

4,572 人 
（33.5％） 

13,650 人 
（100.0％） 

（資料）福祉部 
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■ 障害種別・等級別身体障害者の状況 

平成29年4月1日現在 

 
 視覚障害 

聴覚・平衡 
機能障害 

音声・言語 
・そしゃく 
機能障害 

肢体不自由 
内部 

機能障害 
計 

１級 
人 数 

（構成比） 

323 人 
（6.2％） 

26 人 
（0.5％） 

3 人 
（0.1％） 

1,411 人 
（27.1％） 

3,446 人 
（66.2％） 

5,209 人 
（38.2％） 

２級 
人 数 

（構成比） 
307 人 

（13.1％） 

314 人 
（13.4％） 

11 人 
（0.5％） 

1,667 人 
（71.1％） 

44 人 
（1.9％） 

2,343 人 
（17.2％） 

３級 
人 数 

（構成比） 
71 人 

（3.8％） 

127 人 
（6.9％） 

75 人 
（4.1％） 

1,265 人 
（68.5％） 

308 人 
（16.7％） 

1,846 人 
（13.5％） 

４級 
人 数 

（構成比） 
59 人 

（1.9％） 

326 人 
（10.7％） 

58 人 
（1.9％） 

1,832 人 
（60.1％） 

774 人 
（25.4％） 

3,049 人 
（22.3％） 

５級 
人 数 

（構成比） 
97 人 

（19.5％） 

2 人 
（0.4％） 

0 人 
（0.0％） 

399 人 
（80.1％） 

0 人 
（0.0％） 

498 人 
（3.6％） 

６級 
人 数 

（構成比） 
52 人 

（7.4％） 

452 人 
（64.1％） 

0 人 
（0.0％） 

201 人 
（28.5％） 

0 人 
（0.0％） 

705 人 
（5.2％） 

計 
人 数 

（構成比） 
909 人 
（6.7％） 

1,247 人 
（9.1％） 

147 人 
（1.1％） 

6,775 人 
（49.6％） 

4,572 人 
（33.5％） 

13,650 人 
（100.0％） 

（資料）福祉部 

 

 

（２）知的障害者の状況 

療育手帳の所持者数は、平成29年４月１日現在3,166人です。平成26年度の3,000

人と比較して約6％増加しており、年々増加傾向にあります。特に、軽度の知的障害者

数については、約24％増加しており、伸び率が大きくなっています。 

また、最重度、重度、中度、軽度のそれぞれの構成比率は、少しずつ軽度の方の割合

が増加する傾向にあります。 

 

■ 知的障害者数の推移 
各年4月1日現在 

 
 

最重度 

（IQ20 以下） 

重度 

（IQ21～35） 

中度 

（IQ36～50） 

軽度 

（IQ51 以上） 
計 

平成25年 
人 数 

（構成比） 
630 人 

（21.8％） 

691 人 
（24.0％） 

789 人 
（27.3％） 

775 人 
（26.9％） 

2,885 人 
（100.0％） 

平成26年 
人 数 

（構成比） 
642 人 

（21.4％） 
712 人 

（23.7％） 
816 人 

（27.2％） 
830 人 

（27.7％） 
3,000 人 
（100.0％） 

平成27年 
人 数 

（構成比） 
641 人 

（21.1％） 

689 人 
（22.7％） 

811 人 
（26.7％） 

899 人 
（29.6％） 

3,040 人 
（100.0％） 

平成28年 
人 数 

（構成比） 
654 人 

（20.7％） 

695 人 
（22.0％） 

829 人 
（26.2％） 

982 人 
（31.1％） 

3,160 人 
（100.0％） 

平成29年 
人 数 

（構成比） 
637 人 

（20.1％） 
682 人 

（21.5％） 
819 人 

（25.9％） 
1,028 人 
（32.5％） 

3,166 人 
（100.0％） 

（資料）福祉部 
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■ 年齢区分別知的障害者の状況 

平成29年4月1日現在 

 
 

最重度 

（IQ20 以下） 

重度 

（IQ21～35） 

中度 

（IQ36～50） 

軽度 

（IQ51 以上） 
計 

0～17歳 
人 数 

（構成比） 

123 人 
（12.3％） 

146 人 
（14.6％） 

185 人 
（18.5％） 

547 人 
（54.6％） 

1,001 人 
（31.6％） 

18～39歳 
人 数 

（構成比） 
304 人 

（26.1％） 

238 人 
（20.5％） 

293 人 
（25.2％） 

328 人 
（28.2％） 

1,163 人 
（36.7％） 

40～64歳 
人 数 

（構成比） 
192 人 

（23.6％） 

237 人 
（29.1％） 

252 人 
（30.9％） 

134 人 
（16.4％） 

815 人 
（25.8％） 

65歳以上 
人 数 

（構成比） 
18 人 

（9.6％） 

61 人 
（32.6％） 

89 人 
（47.6％） 

19 人 
（10.2％） 

187 人 
（5.9％） 

計 
人 数 

（構成比） 
637 人 

（20.1％） 

682 人 
（21.5％） 

819 人 
（25.9％） 

1,028 人 
（32.5％） 

3,166 人 
（100.0％） 

（資料）福祉部 

 

（３）精神障害者の状況 

  精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成29 年4 月1 日現在3,471 人で、自立

支援医療受給者証の発行枚数は、平成29 年4 月1 日現在6,196 枚です。 

  精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成26 年度の2,974 人と比較して約17％

増加しており、年々増加傾向にあります。また、自立支援医療受給者証の発行枚数につい

ても、平成26 年度の5,547 枚と比較して約12％増加しており、年々増加傾向にあり

ます。 

  なお、平成29 年版障害者白書によると人口に占める精神障害者数の割合は、約3.1％

と推計されており、横須賀市においても、精神障害者の全ての方が、精神障害者保健福祉

手帳及び自立支援医療受給者証を取得しているわけではないと推測されます。 

■ 精神障害者保健福祉手帳の所持者数の推移 
各年4月1日現在 

 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 

１  級 384 人 359 人 382 人 393 人 399 人 

２  級 1,747 人 1,872 人 1,921 人 2,002 人 2,128 人 

３  級 676 人 743 人 819 人 865 人 944 人 

計 2,807 人 2,974 人 3,122 人 3,260 人 3,471 人 

（資料）福祉部 

■ 自立支援医療受給者証（精神通院）の発行状況 
各年4月1日現在 

 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 

自立支援医療受給者証発行数 5,349 枚 5,547 枚 5,736 枚 5,976 枚 6,196 枚 

（資料）福祉部 
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（４）特定医療費（指定難病）医療受給者証の交付状況 

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、厚生労働省が定める疾患

を「指定難病」といいます。治療にかかる医療費の一部を公費で負担する指定難病医療費助

成制度があり、対象者には、特定医療費（指定難病）医療受給者証が交付されます。 

特定医療費（指定難病）医療受給者証の交付数は、平成29 年3 月31 日現在3,269

枚です。 

 

■ 特定医療費（指定難病）医療受給者証交付件数の推移 
各年度末現在 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

特定医療費（指定難病）医療受給者
証交付件数 

3,003 枚 3,073 枚 3,304 枚 3,238 枚 3,269 枚 

（ 注 ）平成27年1月より56 疾病から110疾病へ、平成27 年7月から306 疾病へ、平成29年4月から330疾

病へと対象疾病が拡大しています。 

    平成27年1月より名称が特定疾患医療受給者証から特定医療費（指定難病）医療受給者証へと変更しています。 

（資料）保健所 

 

 

（５）重症心身障害児（者）の認定状況 

重症心身障害児とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童のことを

いい、児童相談所において認定されます。なお、１８歳以上の方についても、１８歳までに

重症心身障害児の認定を受けていれば、原則として、重症心身障害児と同様のサービスを受

けることができます。 

 

■ 重症心身障害児（者）の認定者数 
各年４月１日現在 

 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 平成29 年度 

１８歳未満 
59 人 

（8 人） 
53 人 

（8 人） 
54 人 

（8 人） 
54 人 

（6 人） 
59 人 

（7 人） 

１８歳以上 
74 人 

（29 人） 
81 人 

（31 人） 
81 人 

（47 人） 
88 人 

（49 人） 
88 人 

（51 人） 

計 
133 人 

（37 人） 
134 人 

（39 人） 
135 人 

（55 人） 
142 人 

（55 人） 
147 人 

（58 人） 

（注）表中の（ ）は、内数で施設入所者数を表しています。 

（資料）こども育成部 
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（６）障害児の療育・教育状況 

障害児には、発育過程において障害の種類や程度に応じたいろいろな療育・教育の場があ

ります。 

本市における障害児の療育、通園・通学状況は次のとおりです。 

 

■ １８歳未満の障害児の年齢層別の内訳 
平成29年4月1日現在 

  0～5 歳 6～14 歳 15～17 歳 計 

身体障害児 52 人 135 人 46 人 233 人 

知的障害児 151 人 573 人 277 人 1,001 人 

（ 注 ）身体障害者手帳もしくは療育手帳の所持者数 

（ 注 ）両手帳を所持する児童は、身体障害児及び知的障害児のいずれの人数にも計上しています。 

（資料）福祉部 

 

■ ０～５歳児の児童発達支援利用状況 
平成29年3月31日現在 

 
 医療型児童発達支援 

福祉型児童発達支援 

（ひまわり園利用者） 

福祉型児童発達支援 

（ひまわり園未利用） 
計 

利用者数実績 18 人 90 人 112 人 220 人 

（ 注 ）身体障害者手帳もしくは療育手帳を所持していないが、支援を必要とする児童を含む。 

（資料）福祉部 

 

■ ひまわり園の登録状況 
各年度末 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

医療型児童発達支援 
（肢体不自由児） 

17 人 20 人 17 人 18 人 20 人 

福祉型児童発達支援 
（知的障害児） 

78 人 75 人 88 人 93 人 91 人 

（資料）こども育成部 

 

■ 親子教室等の実施状況 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

親子教室 
早期療育教室 

療育教室 

実施回数 477 回 485 回 502 回 504 回 525 回 

参加延人数 2,616 人 2,756 人 2,909 人 3,059 人 3,054 人 

（資料）こども育成部 
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■ 巡回相談及び電話等の一般相談件数 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

巡回相談 
訪問回数 164 件 235 件 198 件 223 件 200 件 

相談数 281 件 403 件 275 件 372 件 287 件 

電話相談 1,144 件 1,867 件 2,545 件 4,170 件 5,043 件 

面接相談 993 件 1,116 件 1,179 件 1,354 件 1,171 件 

（資料）こども育成部 

■ 外来療育相談実施件数 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

初 診 426 件 471 件 524 件 579 件 611 件 

再 診 10,387 件 11,120 件 11,741 件 10,958 件 11,112 件 

総受診件数 10,813 件 11,591 件 12,265 件 11,537 件 11,723 件 

（内訳）各種診察（小児精神・神経科ほか） 4,005 件 4,303 件 4,832 件 5,115 件 5,372 件 

各種療法（心理・理学ほか） 6,377 件 6,609 件 6,870 件 6,088 件 6,041 件 

その他（看護ほか） 431 件 679 件 563 件 334 件 310 件 

（資料）こども育成部 

■ 保育園等における障害児の通園状況 

各年度末現在 

 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

市
立
保
育
園 

保育園数（総数） 11 か所 11 か所 11 か所 11 か所 11 か所 

保育園数（障害児通園か所数） 7 か所 4 か所 9 か所 9 か所 9 か所 

障害児数 9 人 4 人 22 人 23 人 28 人 

障
害
別 

知的障害児 8 人 4 人 21 人 22 人 27 人 

身体障害児 1 人 0 人 1 人 1 人 1 人 

私
立
保
育
園 

保育園数（総数） 29 か所 30 か所 30 か所 29 か所 29 か所 

保育園数（障害児通園か所数） 13 か所 11 か所 13 か所 6 か所 11 か所 

障害児数 18 人 17 人 15 人 7 人 19 人 

障
害
別 

知的障害児 15 人 15 人 14 人 4 人 12 人 

身体障害児 3 人 2 人 1 人 3 人 7 人 

幼
保
連
携
型 

認
定
こ
ど
も
園 

認定こども園数（総
数） 

  か所   か所  か所 3 か所 5 か所 

認定こども園数（障害児通園か所
数） 

  か所 か所 か所 2 か所 3 か所 

障害児数   人 人 人 5 人 9 人 

障
害
別 

知的障害児 人 人 人 4 人 6 人 

身体障害児 人 人 人 1 人 3 人 

（資料）こども育成部 
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■ 幼稚園等における障害児の通園状況 
各年5月1日現在 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

市立幼稚園 

総施設数 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

受入施設数 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

障害児数 2 人 2 人 9 人 8 人 13 人 

市立ろう学校幼稚部 
施設数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

障害児数 8 人 6 人 5 人 3 人 1 人 

筑波大学附属 
久里浜特別支援学校 

幼稚部 

施設数 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

障害児数 11 人 14 人 18 人 18 人 16 人 

私立幼稚園 

総施設数 37 か所 37 か所 36 か所 35 か所 33 か所 

受入施設数 22 か所 23 か所 27 か所 28 か所 30 か所 

障害児数 134 人 144 人 347 人 194 人 233 人 

（ 注 ）私立幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む）については補助金交付決定人数をもとに算出 

私立幼稚園の受入施設数、障害児数には幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園の教育部分を含みます 

（資料）こども育成部・教育委員会・久里浜特別支援学校 
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■ 小学校における障害児の通学状況 
平成29年5月1日現在 

 
学校数 

児 童 数 

低学年 高学年 計 

小学校 

特別支援学級 

知的障害 44 か所 70 人 77 人 147 人 

自閉症･情緒障害 46 か所 211 人 152 人 363 人 

聴覚障害（通級） 3 か所 (3 人) (13 人) (16 人) 

言語障害（通級） 3 か所 (49 人) (36 人) (85 人) 

病弱 4 か所 1 人 3 人 4 人 

肢体不自由 14 か所 8 人 9 人 17 人 

弱視 0 か所 0 人 0 人 0 人 

市立養護学校 
肢 体 

不自由 

通学 
1 か所 

14 人 17 人 31 人 

訪問 1 人 1 人 2 人 

市立ろう学校 聴覚障害 1 か所 5 人 6 人 11 人 

県立武山養護学校 
知的障害 

1 か所 
23 人 19 人 42 人 

肢体不自由 0 人 1 人 1 人 

県立金沢養護学校 
知的障害 

1 か所 
6 人 2 人 8 人 

肢体不自由 1 人 1 人 2 人 

筑波大学附属久里浜特

別支援学校 

知的障害 

（自閉症） 
1 か所 18 人 16 人 34 人 

計 119か所 358人(52人) 304人(49人) 662人(101 人) 

（ 注 ）本市在住の児童のみ。（ ）は外数で通級を示します。 

    市立養護学校については、障害名にかかわらず重度重複の障害児が通園しています。 

    「聴覚・言語障害」の通級には、ことばや聞こえ等にニーズのある児童も含みます。 

（資料）教育委員会、武山養護学校、金沢養護学校、久里浜特別支援学校 
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■ 中学校における障害児の通学状況 
平成29年5月1日現在 

 
学校数 

生 徒 数 

１年生 ２年生 ３年生 計 

中学校 

特別支援学級 

知的障害 21 か所 27 人 44 人 32 人 103 人 

自閉症･情緒障害 23 か所 39 人 47 人 47 人 133 人 

病弱 4 か所 2 人 1 人 1 人 4 人 

肢体不自由 5 か所 1 人 4 人 1 人 6 人 

弱視 1 か所 1 人 0 人 0 人 1 人 

市立養護学校 
肢 体 

不自由 

通学 
1 か所 

4 人 3 人 4 人 11 人 

訪問 0 人 2 人 0 人 2 人 

市立ろう学校 聴覚・言語障害 1 か所 1 人 1 人 0 人 2 人 

県立武山養護学校 
知的障害 

1 か所 
11 人 16 人 11 人 38 人 

肢体不自由 1 人 1 人 1 人 3 人 

県立金沢養護学校 
知的障害 

1 か所 
1 人 1 人 0 人 2 人 

肢体不自由 0 人 0 人 0 人 0 人 

計 58か所 88人 120人 97 人 305人 

（ 注 ）本市在住の生徒のみ。 

（資料）教育委員会、武山養護学校、金沢養護学校 

 

■ 高等学校における障害児の通学状況 
平成29年5月1日現在 

 
学校数 

生 徒 数 

１年生 ２年生 ３年生 計 

市立ろう学校 聴覚・言語障害 1 か所 0 人 1 人 1 人 2 人 

県立武山養護学校 
知的障害 

1 か所 
19 人 11 人 10 人 40 人 

肢体不自由 1 人 2 人 1 人 4 人 

県立武山養護学校 

津久井浜分教室 
知的障害 1 か所 4 人 11 人 7 人 22 人 

県立金沢養護学校 
知的障害 

1 か所 
3 人 7 人 1 人 11 人 

肢体不自由 0 人 0 人 0 人 0 人 

県立岩戸養護学校 
知的障害 

1 か所 
40 人 40 人 44 人 124 人 

肢体不自由 0 人 5 人 3 人 8 人 

計 5 か所 67人 77人 67 人 211人 

（ 注 ）本市在住の生徒のみ。 

（資料）教育委員会、武山養護学校、金沢養護学校、岩戸養護学校 
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３ 雇用・就労の状況 

（１）民間企業における障害者雇用数及び実雇用率 

 神奈川県労働局の統計による民間企業における障害者雇用数及び実雇用率は、次のとおり

です。 

 

■ 横浜南公共職業安定所における障害者雇用者数及び実雇用率等 
各年度6月1日現在 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

横浜南公共職業安定所管内 
企業の障害者雇用率 

1.96％ 1.95％ 1.89％ 1.92％ 2.00％ 

対象となる障害者雇用総数 556.5 人 599 人 594 人 615 人 654.5 人 

対象企業数 
（法定労働者５0 人以上※） 
※平成24年度以前は56人以上 

121 社 134 社 139 社 142 社 144 社 

法定雇用率達成企業数 
（達成企業割合） 

74 社 

（61.2％） 

67 社 

（50.0％） 

69 社 

（49.6％） 

68 社 

（47.9％） 

77 社 

（53.5％） 

（ 注 ）横浜南公共職業安定所の所管区域は、横須賀市（追浜・田浦行政センター管内）・横浜市金沢区・逗子市・葉

山町です。 

    重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は知的障害者

を雇用しているものとしてカウントしています。 

    重度障害者でない短時間労働者については、0.5人分としてカウントしています。 

（資料）神奈川県労働局 

 

■ 横須賀公共職業安定所における障害者雇用者数及び実雇用率等 
各年度6月1日現在 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

横須賀公共職業安定所管内 
企業の障害者雇用率 

1.67％ 1.74％ 1.74％ 1.91％ 2.03％ 

対象となる障害者雇用総数 267 人 267.5 人 273 人 342.5 人 366.5 人 

対象企業数 
（法定労働者５0 人以上※） 
※平成24年度以前は56人以上 

100 社 108 社 112 社 121 社 121 社 

法定雇用率達成企業数 
（達成企業割合） 

52 社 

（52.0％） 

60 社 

（55.6％） 

59 社 

（52.7％） 

69 社 

（57.0％） 

68 社 

（56.2％） 

（ 注 ）横須賀公共職業安定所の所管区域は、横須賀市（本庁・衣笠・逸見・大津・浦賀・久里浜・北下浦・西行政セ

ンター管内）・三浦市です。 

    重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は知的障害者

を雇用しているものとしてカウントしています。 

    重度障害者でない短時間労働者については、0.5人分としてカウントしています。 

（資料）神奈川県労働局 
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（２）よこすか就労援助センターにおける状況 

 よこすか就労援助センターの利用状況と登録者・就労者の状況は、次のとおりです。利用

者数は毎年増加の傾向にあります。 

 また、平成28 年度の登録者数は平成24 年度と比較して1.76 倍となっており、特に

知的障害者と精神障害者の登録者数が増加しています。 

 

■ よこすか就労援助センターの利用状況 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

利用者 
来所 727 件 999 件 1,039 件 1,260 件 1,616 件 

電話 3,048 件 4,014 件 4,080 件 4,427 件 4,437 件 

企業等 
来所 117 件 129 件 102 件 128 件 172 件 

電話 300 件 334 件 289 件 440 件 520 件 

企業巡回 400 件 471 件 491 件 747 件 865 件 

職場開拓 
訪問 47 件 87 件 96 件 86 件 107 件 

電話 51 件 86 件 50 件 65 件 62 件 

（資料）よこすか就労援助センター 

 

■ よこすか就労援助センターにおける登録者・就労者の状況 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

登録者数 731 人 847 人 977 人 1,129 人 1,285 人 

登録者 
内 訳 

身体障害者 54 人 64 人 82 人 95 人 115 人 

知的障害者 450 人 494 人 548 人 617 人 664 人 

精神障害者 226 人 288 人 346 人 416 人 505 人 

そ の 他 1 人 1 人 1 人 １人 1 人 

登録廃止 9 人 5 人 5 人 13 人 19 人 

新規登録 112 人 121 人 135 人 165 人 175 人 

実  習 27 人 27 人 40 人 33 人 53 人 

就労者数 41 人 64 人 61 人 55 人 82 人 

就労者 
内 訳 

身体障害者 2 人 9 人 5 人 6 人 ４人 

知的障害者 23 人 31 人 30 人 22 人 24 人 

精神障害者 16 人 24 人 26 人 27 人 54 人 

（ 注 ）登録者のその他は、手帳のない発達障害者です。 

（資料）よこすか就労援助センター 
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（３）横須賀市役所における障害者の雇用状況 

■ 横須賀市役所における障害者の雇用状況 
各年度6月1日現在 

 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

 
 
① 
 

 

A 職員の数 
（短時間勤務職員を除く） 

2,734 人 2,760 人 2,767 人 2,790 人 2,810 人 

B 短時間勤務職員の数 33 人 26 人 30 人 28 人 24 人 

Ｃ 計［Ａ＋Ｂ×0.5］ 2,750.5 人 2,773 人 2,782 人 2,804 人 2,822 人 

 
 

障害者数 43 人 44 人 46 人 46 人 47 人 

 （うち 障害者募集枠の採用者数） (18 人) (21 人) (23 人) (23 人) （24人) 

② D 重度障害者 21 人 22 人 22 人 22 人 23 人 

 
E 重度障害者(1,2 級)以外

の障害者 
22 人 22 人 24 人 24 人 24 人 

 F 計 [D×２＋E] 64 人 66 人 68 人 *68.5 人 70 人 

③ 実雇用率 [Ｆ÷Ｃ×100] 2.33% 2.38% 2.44% 2.44% 2.48% 

※表中D、Eには算定されない短時間勤務職員の障害者が１名いるため、障害者数の合計は＋0.5となっている。 

（注１）職員数は、市長部局（消防局等を除く）、教育委員会、上下水道局の計です。 

（注２）障害種別は、すべて身体障害です。 

（注３）短時間勤務職員とは下記の①かつ②の要件に該当する職員のことです。 

  ①１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。 

  ②１年を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。 

（資料）総務部 

（４）障害者雇用奨励金の支給状況 

本市では、知的障害者及び精神障害者を3 か月以上継続して雇用しようとする事業主に

対して、障害者雇用奨励金を支給しています。 

■ 障害者雇用奨励金の支給実績状況 

 平成24 年度 平成25 年度 平成26 年度 平成27 年度 平成28 年度 

知的障害者の雇用者数 
2,086 人 

（185 人） 

2,124 人 

（187 人） 

2,166 人 

（199 人） 

2,228 人 

（199 人） 

2,287 人 

（204 人） 

精神障害者の雇用者数 
456 人 

（45 人） 

458 人 

（45 人） 

441 人 

（44 人） 

480 人 

（47 人） 

545 人 

（59 人） 

計 
2,542 人 

（230 人） 

2,582 人 

（232 人） 

2,607 人 

（243 人） 

2,708 人 

（246 人） 

2,832 人 

（263 人） 

（注１）表の雇用者数は、1年間の延べ人数。例えば、1人の方が1年間に12か月勤務した場合は、「12人」となる。 

（注２）カッコ内は各年度中の実支給人数 

（注3）表中の人数は、雇用奨励金の支給者数のみを示しており、実際に雇用されている障害者であっても雇用奨励金が支給

されていない方の人数は含まれていません。 

（資料）福祉部 



 

 

 

 

 

 

 

第３章 数値目標 
  



16 

用語の説明 

施設入所者の地域生活への移行 

  入所施設 
障害や家庭の事情など様々な理由により自宅で生活できない方に、生活
の場及び日中活動の場を提供するとともに、介護、食事、入浴、その他
必要な支援を提供する施設 

  地域生活への移行 

障害者支援施設等の施設に入所している障害者又は精神科病院に入院し
ている精神障害者が、グループホーム、一般住宅などを利用して、暮ら
したいと望む地域で、自らの意思で選択・決定し、地域社会の一員とし
て自分らしい暮らしをすること 

 

地域生活支援拠点等の整備 

  
地域生活支援拠点

等 

入所等からの地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の
課題に対応したサービスの提供体制を整備して行われる「相談」「一人
暮らしやグループホーム等の体験の機会・場」「ショートステイによる
緊急時受け入れ体制」などの地域生活支援の機能をさらに強化するた
め、一定の地域内に、それらの機能を集約し、グループホーム又は障害
者支援施設に付加した拠点のこと。あるいは、前述の機能を地域におけ
る複数の機関が分担して担う体制のこと 

 

福祉施設から一般就労への移行 

  福祉施設 
ここで言う福祉施設とは、主に日中活動を行う施設（生活介護、自立訓
練（機能訓練、生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型、Ｂ
型）など）のこと 

  一般就労 
一般の事業所（いわゆる企業や官公庁など）や特例子会社、重度障害者
多数雇用事業所などで働くこと 

 

障害児支援の提供体制の整備等 

  
児童発達支援 

センター 
通所利用障害児への療育やその家族に対する支援と、障害児やその家族
の相談支援、障害児施設への助言等を行う地域の中核的な支援施設 

 保育所等訪問支援 
障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、
当該施設を訪問し、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれてい
る環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うサービス 

 重症心身障害 
児童福祉法に規定されている重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複
している状態のこと 

 児童発達支援 
未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識
や技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供するサービス（主に、
知的障害児が対象） 

  
放課後等 

デイサービス 

就学している障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活
能力向上のための訓練等を継続的に提供し、自立を促進するとともに、
居場所づくりを行うサービス 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

  
地域包括 

ケアシステム 

障害者や高齢者、子どもを含む、地域のすべての住民の関わりによる、
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができ
るよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体
制のこと 
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第３章 数値目標 

 
 

 

１ 施設入所者の地域生活への移行 

 

本市の平成28年度末の入所施設利用者数は332人です。 

平成30年度から32年度までの数値目標については、平成28年度末の入所施設利

用者数332人のうち12人が地域生活へ移行することを目標とします。 

また、入所施設利用者の減少見込みは、多くの入所待機者がおり、施設入所者の

人数を減らすことは困難であることから、平成32年度末時点で、平成28年度末の

入所施設利用者数を上回らないことを目標とします。 

 

■ 施設入所者の地域生活への移行 

 

平成 28 年度末時点の入所施設利用者数（①）  332 人  

平成 32 年度末時点の入所施設利用者数（②）  332 人  

【目標】入所施設利用者の減少見込数（①－②）  ±0 人（0％）  

【目標】地域生活移行者数  12 人（3.6％）  

（注）入所施設利用者の減少見込数は、地域生活移行者数に新規入所や地域生活移行以外の退所などの増減を加

味した数値です。 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神

科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域

精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、地域住民の協力を得ながら、差別

や偏見のない、あらゆる人が共生できるインクルーシブな社会の実現に向けた取組

の推進が必要です。これを踏まえ、精神障害者が、地域の一員として安心して自分

らしい暮らしをすることができるよう、精神障害（発達障害及び高次脳機能障害を

含む）にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めるため、地域での保健、医

療、福祉関係者による協議の場を設置することを目標とします。 

 

■精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

 

 

 

  

【目標】平成 32 年度末までに、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置 
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３ 地域生活支援拠点等の整備 

 

 障害者等の地域での暮らしを担保し、自立を希望する方への支援を進めるため、

自立等に関する相談や、１人暮らし、グループホームへの入居等の体験の機会及び

場の提供、緊急時の受け入れ態勢の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性

の確保、サービス拠点の整備や地域の体制づくりを行うなどの機能を担う体制が求

められています。 

 こうした体制を実現するため、平成 32 年度末までに、地域生活支援拠点（地域

における複数の機関が分担して機能を担う体制を含む）について関係施設と調整の

うえ、整備を行うことを目標とします。 

 

■ 地域生活支援拠点等の整備 

 

【目標】平成 32 年度末までに、障害者の地域での生活を支援する拠点等を 1 つ整備 
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４ 福祉施設から一般就労への移行等 

 

 本市の福祉施設利用者の中で、平成28年度に一般就労に移行した方は44人で

す。平成32年度（年間）に福祉施設から一般就労へ移行する方についての数値目標

は、平成28年度に施設から一般就労した人数の1.75倍（77人）とします。 

 また、平成32年度末における就労移行支援事業の利用者数を、平成28年度末の

利用者数100人から120人に増やすことを目指します。 

 加えて、就労移行支援事業所について、平成32年度末における、就労移行率が３

割を超える事業所の割合が、全事業所の50％以上となることを目指します。 

 更に、各年度における新たに創設された就労定着支援による支援開始から１年後

の職場定着率を80％以上となることを目標とします。 

 

■ 福祉施設から一般就労への移行 

 

【目標】平成 32 年度における年間一般就労移行者数  77 人  

【目標】就労移行支援事業の利用者数  120 人  

【目標】就労移行率が３割を超える就労移行支援事業所の割合 50％以上 

【目標】各年度における就労定着支援による支援開始から１年

後の職場定着率 
80％以上 

（注）ここで言う「福祉施設」とは、障害福祉サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援） 

を提供する施設が、対象となります。 
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５ 障害児支援の提供体制の整備等 

 

 障害児については教育、保育等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障

害福祉サービス、障害児通所支援等の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進

の観点から、保育、保健、医療、教育、就労支援等の関係機関とも連携を図った上

で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支

援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要です。そのための方策とし

て、地域支援体制の構築、保育、保健、医療、教育、就労支援等の関係機関と連携

した支援、地域社会への参加・インクルージョンの推進、特別な支援が必要な障害

児に対する支援体制の整備、障害児相談支援の提供体制の確保などが考えられま

す。 

 そこで、障害児支援の提供体制の整備等について、以下の目標を定めました。 

 

■ 障害児支援の提供体制の整備等 

 

【目標】平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを１か所設置 

【目標】医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度末までに、保

健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場

を設置 

【目標】平成 32 年度末までに、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築 

【目標】平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所を１か所以上確保 
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第４章 障害福祉サービス等の見込量 
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用語の説明 

１ 障害福祉サービスについて 

訪問系サービス  

〔主として自宅において提供される支援サービス〕  

  居宅介護 
自宅で、入浴・排せつ・食事の介護など、日常生活上の支援を行うサー
ビス  

  重度訪問介護 
重度の肢体不自由で常に介護が必要な方に、入浴・排せつ・食事の介
護、外出時の移動支援など総合的な支援を行うサービス  

  行動援護 
知的障害・精神障害により行動に著しい困難のある方に、行動の際の危
険回避、その他の支援を行うサービス  

 重度障害者等 
包括支援 

常に介護を必要とし、その介護の必要性がとても高い方に、居宅介護な
ど複数のサービスを包括的に提供するサービス  

 

同行援護 
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者の方の外出に同行
し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護などを提供する
サービス  

 
日中活動系サービス  

〔施設などを利用し、主として昼間に提供される支援サービス〕 

  生活介護 
常に介護を必要とする方に、日中活動の場を提供するとともに、入浴・
排せつ・食事の介護などを行うサービス  

  
自立訓練 

（機能訓練） 
身体障害の方に、一定期間、身体機能の向上のために、必要な訓練やそ
の他の支援を提供するサービス  

  
自立訓練 

（生活訓練） 
知的障害・精神障害の方に、一定期間、日常生活能力の向上のために、
必要な訓練やその他の支援を提供するサービス  

  就労移行支援 
就労希望の方に、一定期間、就労に必要な知識・能力の向上に必要な訓
練などを提供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を行うサー
ビス  

  
就労継続支援 

（Ａ型） 
一般の事業所で働くことが困難な方に、主に雇用契約により働く場を提
供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を行うサービス  

 
就労継続支援 

（Ｂ型） 

一般の事業所で働くことが困難な方に、雇用契約なしで、職業訓練を中
心とした働く場を提供するとともに、一般就労への移行に向けた支援を
行うサービス  

 

就労定着支援 
就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う
環境変化により生活面の課題が生じている方に対し、相談や連絡調整
等、課題解決に向けて必要となる支援を行うサービス 

 
療養介護 

医療と常時の介護を必要とする方に、病院などで、機能訓練、療養上の
管理、その他必要な支援を提供するサービス  

 短期入所 
(ｼｮｰﾄｽﾃｲ) 

一時的な諸事情により自宅での生活が困難な方に、短期間、夜間も含め
施設などで、生活の場やその他必要な介護などを提供するサービス  
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居住系サービス  

〔施設などにおいて、主として夜間や休日に提供される支援サービス〕 

  自立生活援助 

施設やグループホームを利用していた障害者で一人暮らしをする方に対
して、定期的な訪問を行い、生活面での課題はないか、体調に変化はな
いかなどについて確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を
行うサービス 

 施設入所支援 
施設に入所している方に、入浴・排せつ・食事の介護など、その他日常
生活に必要な支援を提供するサービス  

 共同生活援助 
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

共同生活を行う住居で、相談、その他日常生活に必要な支援を提供する
サービス  

  

計画相談支援等 

〔障害福祉サービスの利用計画の作成、地域生活への移行や定着を支援するサービス〕  

  計画相談支援 
サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、障害福祉サービス
等の利用の開始や継続に際して、障害者の心身の状況、その置かれてい
る環境等を勘案し、サービスの利用計画を作成するサービス  

  地域移行支援 
障害者支援施設等の施設に入所している障害者又は精神科病院に入院し
ている精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行
するための活動に関する相談その他の支援を提供するサービス  

 地域定着支援 
居宅において単身等の状況において生活する障害者につき、当該障害者
との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態
において相談その他の支援を提供するサービス  

障害児通所支援系サービス  

〔障害児を対象に、施設などを利用し昼間に提供される支援サービス〕  

  児童発達支援 
未就学の障害児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識
技能の付与、集団生活への適応訓練などを提供するサービス（主に、知
的障害児が対象）  

  
医療型 

児童発達支援 
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及
び治療を行うサービス  

 
放課後等 

デイサービス 

就学している障害児に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活
能力向上のための訓練等を継続的に提供し、自立を促進するとともに、
居場所づくりを行うサービス  

 保育所等訪問支援 
障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、
当該施設を訪問し、障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれてい
る環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うサービス 

 
居宅訪問型 

児童発達支援 

重度の障害等の状態にある障害児であって、障害児通所支援を利用する
ために外出することが著しく困難な障害児に発達支援が提供できるよ
う、障害児の居宅を訪問して発達支援を行うサービス 

 
福祉型 

障害児入所支援 
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な
知識や技能の付与を行うサービス 

 
医療型 

障害児入所支援 
医療的なケアを必要とする児童に対する障害児入所支援及び治療を行う
サービス 

 障害児相談支援 
障害児通所支援等の利用を希望する方に、障害児支援利用計画を作成
し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行
うサービス 
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２ 地域生活支援事業について 

地域生活支援事業 

 〔地域の特性や利用者の状況に応じて、自治体の創意工夫により実施する事業〕  

  相談支援事業 
地域の障害のある方などの総合的な相談に応じ、必要な情報の提供や権
利擁護に必要な支援、関係機関との連絡調整などを行い、相談支援体制
やネットワークの構築を行う事業 

 
基幹相談支援 

センター 

身体障害者、知的障害者、精神障害者の総合的な相談や、地域の相談支
援事業者間の連絡調整、関係機関の連携の支援を行う、地域における相
談支援の中核的な役割を担う機関 

 
住宅入居等 
支援事業 

賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等
の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支
援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を
支援する事業 

 
理解促進・ 

研修啓発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除
去するため、障害者等の理解を深める研修・啓発を通じて地域住民への
働きかけを強化することにより、共生社会の実現を図る事業 

 
自発的活動 
支援事業 

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障
害者等、その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを
支援することにより、共生社会の実現を図る事業 

 
成年後見制度 
利用支援事業 

身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができな
い障害者について、市長が代わりに申立てを行ったり、成年後見制度を
利用したりするための費用負担が困難な障害者に対して、審判の申立て
にかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行う事業 

 
成年後見制度 

法人後見支援事業 

成年後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整
備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援する
ことで、障害者の権利擁護を図る事業 

 意思疎通支援事業 
聴覚・言語機能などの障害のため、意思の疎通を図ることが困難な方
に、手話通訳や要約筆記者の派遣、手話通訳の設置などを行う事業 

  
日常生活用具 

給付事業 
在宅の障害のある方に、その方に適した自立生活支援用具など日常生活
用具を給付又は貸与する事業  

  移動支援事業 単独での外出が困難な方が円滑に外出できるよう移動を支援する事業  

  
地域活動 

支援センター 
日中活動の場の提供や社会との交流などを行う施設 

 地域作業所 
一般の事業所では働くことが困難な在宅の障害のある方に、働く場や活
動の場を提供し、作業指導、生活訓練などを行う施設 

 
障害児等 

療育支援事業 
在宅の障害がある方に対し、身近な地域で療育指導、相談等が受けられ
る療育機能の充実を図る事業 
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第４章 障害福祉サービス等の見込量 

 

１ 障害福祉サービスの見込量 

（１）訪問系サービスの見込量 

訪問系サービスに分類される「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「重

度障害者等包括支援」「同行援護」の見込量については、次のとおり、平成30年

度から32年度までのサービス量を見込んでいます。 

 

■ 訪問系サービスの見込量 

 平成 30 年度 平成 31 年度  平成 32 年度 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

重度障害者等包括支援 

同行援護  

見込量（時間）  14,150 14,261 14,372 

見込利用者数（人） 683 688 693 

（内 訳） 

居宅介護  
見込量（時間）  11,637 11,544 11,451 

見込利用者数（人） 599 597 595 

重度訪問介護  
見込量（時間）  1,496 1,634 1,772 

見込利用者数（人） 11 12 13 

行動援護  
見込量（時間）  7 7 7 

見込利用者数（人） 1 1 1 

重度障害者等包括支援  
見込量（時間）  0 0 0 

見込利用者数（人） 0 0 0 

同行援護 
見込量（時間）  1,010 1,076 1,142 

見込利用者数（人） 72 78 84 

（ 注 ）数値は1か月あたり。 
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（２）日中活動系サービスの見込量 

日中活動系サービスに分類される「生活介護」「自立訓練（機能訓練・生活訓

練）」「就労移行支援」「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」「就労定着支援」「療

養介護」及び「短期入所」の見込量については、次のとおり、平成30年度から

32年度までのサービス量を見込んでいます。 

 

■ 日中活動系サービスの見込量 

 平成 30 年度 平成 31 年度  平成 32 年度 

生活介護 
見込量（人日） 20,328 21,216 22,104 

見込利用者数（人） 1,090 1,129 1,168 

自立訓練（機能訓練） 
見込量（人日） 226 244 262 

見込利用者数（人） 23 24 25 

自立訓練（生活訓練） 
見込量（人日） 274 276 278 

見込利用者数（人） 14 14 14 

就労移行支援 
見込量（人日） 2,177 2,437 2,697 

見込利用者数（人） 136 154 172 

就労継続支援（A 型） 
見込量（人日） 1,000 1,101 1,202 

見込利用者数（人） 49 54 59 

就労継続支援（B 型） 
見込量（人日） 8,234 8,808 9,382 

見込利用者数（人） 460 491 522 

就労定着支援 見込利用者数（人） 8 13 16 

療養介護 見込利用者数（人） 68 74 80 

短期入所（福祉型） 
見込量（人日） 1,915 2,201 2,487 

見込利用者数（人） 403 470 537 

短期入所（医療型） 
見込量（人日） 48 56 64 

見込利用者数（人） 36 47 58 

（ 注1 ）数値は1か月あたり 

（ 注2 ）人日とは延べ利用者数のこと 
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（３）居住系サービスの見込量 

居住系サービスについては、次のとおり、平成 30 年度から 32 年度までのサー

ビス量を見込んでいます。 

 

■ 居住系サービスの見込量 

 平成 30 年度 平成 31 年度  平成 32 年度 

自立生活援助 見込量（人分） 1 1 1 

施設入所支援 見込量（人分） 332 332 332 

共同生活援助 見込量（人分）  308 328 348 

（注）数値は1か月あたり。 

 

（４）計画相談支援等の見込量 

計画相談支援等については、次のとおり、平成 30 年度から 32 年度までのサー

ビス量を見込んでいます。 

 

■ 計画相談支援等の見込量 

 平成 30 年度 平成 31 年度  平成 32 年度 

計画相談支援 見込量（人分） 289 331 373 

地域移行支援 見込量（人分） 1 1 1 

地域定着支援 見込量（人分）  1 1 1 

（注）数値は1か月あたり。 
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（５）障害児通所支援、障害児入所支援、障害児相談支援等の見込量 

障害児通所支援、入所支援、相談支援等については、次のとおり、平成30年度

から32年度までのサービス量を見込んでいます。これらは、障害者総合支援法に

基づく障害福祉サービスとは異なり、児童福祉法に基づくサービスとなります。 

 福祉型障害児入所施設については、1施設確保することとします。 

 

■ 障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援等の見込量 

 

  平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

児童発達支援 
見込量（人日）  1,249 1,313 1,377 

見込利用者数（人） 240 259 278 

医療型児童発達支援 
見込量（人日）  158 158 158 

見込利用者数（人） 17 17 17 

放課後等デイサービス 
見込量（人日）  8,713 9,857 11,001 

見込利用者数（人） 877 989 1,101 

保育所等訪問支援 
見込量（人日）  0 34 34 

見込利用者数（人） 0 17 17 

居宅訪問型 

児童発達支援 

見込量（人日）  0 16 16 

見込利用者数（人） 0 4 4 

福祉型障害児入所支援 
見込量（人日）  682 682 682 

見込利用者数（人） 22 22 22 

医療型障害児入所支援 
見込量（人日）  321 321 321 

見込利用者数（人） 11 11 11 

障害児相談支援 見込利用者数（人） 178 226 274 

医療的ケア児に対する
関連分野の支援を調整
するコーディネーター
の配置人数 

見込配置数（人）  0 0 1 

（ 注１ ）数値は1か月あたり。（ただし、コーディネーターの配置人数を除く。） 

（ 注2 ）人日とは延べ利用者数のこと 
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２ 地域生活支援事業の見込量 

（１）相談支援事業等の見込み 

相談支援事業等については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサー

ビス量を見込んでいます。 

 

■ 相談支援事業等の見込み 

 

    平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

理解促進・研修啓発事業 見込  実施 

自発的活動支援事業 見込  実施 

障害者相談支援事業 見込量（か所） 4 

平成 30 年度に関係機関等と 

協議して決めていきます。※ 

基幹相談支援センター 
の設置 

見込 ― 

基幹相談支援センター等 
機能強化事業 

見込 ― 

住宅入居等支援事業 見込 ― ― ― 

成年後見制度 
利用支援事業 

見込量（人） 5 5 5 

成年後見制度法人後見支
援制度事業 

見込 実施 

（ 注 ）数値は 1 年あたり。 

※ 相談支援体制について、障害とくらしの支援協議会からの意見は、現在４か所ある委託相談支援事業所（障

害者相談サポートセンター）を統合・廃止し、横須賀中央地区に 1 か所基幹相談支援センターを設置し、指定

特定相談支援事業所とネットワークを構築するというものでした。 

  また、第４期計画では、平成 29 年度までに基幹相談支援センターを設置することとしていましたが、計画

期間中には間に合わず、平成 30 年度に一部稼働、31 年度に本格稼働を予定していました。 

  平成 29 年度に入り、社会情勢等の変化により、市は、４か所ある委託相談支援事業所を本当に無くして良

いのか等について疑問を感じ、委託相談支援事業所の機能強化を図るとともに、１か所増やした方が相談支援

体制の充実につながるのではないかと考え、計画等検討部会に提案しました。 

  本市にとって、より良い相談支援体制について、時間の関係で計画等検討部会では結論に至らなかったた

め、このような表記にしています。 
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（２）意思疎通支援事業の見込み 

意思疎通支援事業については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサ

ービス量を見込んでいます。 

 

■ 意思疎通支援事業の見込み 

 

    平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

手話通訳者派遣事業  見込量（件） 1,043 1,043 1,043 

要約筆記者派遣事業  見込量（件） 273 273 273 

手話通訳者設置事業 
設置見込者数
（人） 

2 2 2 

手話奉仕員 
養成研修事業 

修了見込者数
（人） 

― ― ― 

手話通訳者・ 
要約筆記者養成研修事業 

修了見込者数
（人） 

46 46 46 

盲ろう者向け通訳・ 
介助員派遣事業 

見込量（件） 0 0 0 

盲ろう者向け通訳・ 
介助員養成研修事業 

修了見込者数
（人） 

9 9 9 

（ 注 ）数値は1年あたり。 
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（３）日常生活用具給付事業の見込み 

日常生活用具給付事業については、次のとおり、平成30年度から32年度まで

のサービス量を見込んでいます。 

 

■ 日常生活用具給付事業の見込み 

    平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

介護・訓練支援用具 見込量（件） 27 27 27 

自立生活支援用具 見込量（件） 56 56 56 

在宅療養等支援用具 見込量（件） 66 66 66 

情報・意思疎通支援用具 見込量（件） 57 57 57 

排せつ管理支援用具 見込量（件） 5,129 5,194 5,259 

居宅生活動作補助用具 見込量（件） 15 15 15 

合   計 見込量（件） 5,350 5,415 5,480 

（ 注 ）数値は1年あたり。 

（４）移動支援事業の見込み 

移動支援事業については、次のとおり、平成30年度から32年度までのサービ

ス量を見込んでいます。 

 

■ 移動支援事業の見込み 

    平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

移動支援事業 
（障害児） 

見込量（時間）  6,639 6,671 6,704 

見込利用者数（人）  408 410 412 

移動支援事業 
（障害者） 

見込量（時間）  12,106 12,541 12,976 

見込利用者数（人）  691 695 699 

移動支援事業 
（合計） 

見込量（時間）  18,745 19,212 19,680 

見込利用者数（人）  1,099 1,105 1,111 

（ 注 ）数値は1か月あたり。 
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（５）地域活動支援センター（地域作業所を含む）の見込み 

地域作業所を含む地域活動支援センターについては、平成28年度実績（27か

所）をもとにした数値となっています。 

 

■ 地域活動支援センター（地域作業所を含む）の見込み 

 

    平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

地域活動支援センター 
（地域作業所を含む） 

見込量（か所）  27 27 27 

見込利用者数（人） 340 340 340 

（ 注 ）見込利用者数は 1 か月あたり。 

 

（６）障害児等療育支援事業の見込み 

障害児等療育支援事業については、次のとおり、平成30年度から32年度まで

の同事業を実施する事業所数を見込んでいます。 

 

■障害児等療育支援事業の見込み 

 平成 30 年度 平成 31 年度  平成 32 年度 

障害児等療育支援事業 見込量（か所） 0 0 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第５章 計画の推進体制等 
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第５章 計画の推進体制等 

 
この計画を着実に推進するためには、本市のみならず関係機関・団体との連携を

図りながら、計画の進捗状況の定期的な評価を実施し、必要に応じて計画の見直し

等を行うなど、PDCAサイクルの考えを取り入れながら積極的に取り組んでいく必

要があります。 

本章では、この計画を実行するにあたっての推進体制等を明らかにします。 

 

（１）実施体制 

この計画は、障害者基本法に基づく「横須賀障害者福祉計画」と併せて、本市の

障害福祉施策の基本計画であり、両計画に含まれる分野は、地域生活支援、保健、

医療、相談支援・情報提供、療育教育、働く場・活動の場、バリアフリーの推進、

権利擁護システムなどの様々な分野にわたっています。 

このため、福祉部が中心となり、関係部局、関係機関・団体、障害当事者などと

連携をとりながら、総合的かつ効果的な計画の実施を図ります。 

 

（２）進行管理体制・評価方法 

横須賀市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会において、両計画の推進に関する

必要な事項の検討や着実な進行管理・評価を行います。なお、進行管理・評価結果

については、市政情報コーナーにて公表し、透明性を高めます。 

 

■ PDCA サイクル 

 

Plan（計画）

Do（実行）

Check（評価）

Act（改善）
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■ 計画の推進体制等 

 

 

 

 

横須賀市の障害福祉施策に関する２つの計画

①地域での生活と生活の質の向上

②ライフステージに応じた切れ目のない支援

③安全な暮らしの確保

④働く場の確保

⑤権利を守る社会の仕組みづくり

⑥施策の企画・推進への障害者の参画

横須賀障害者福祉計画
（障害者基本法）

＜平成27年～平成32年＞

６つの基本的視点

①施設入所者の地域生活への移行

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステム

の構築

③地域生活支援拠点等の整備

④福祉施設から一般就労への移行等

⑤障害児支援の提供体制の整備等

第５期横須賀市障害福祉計画

(第１期横須賀市障害児福祉計画を含む)
（障害者総合支援法・児童福祉法）

＜平成30年～平成32年＞

平成32年度における目標

相互に関連

基本理念 ひとりひとりの個性と命を大切にする

①「インクルージョン」

②「リハビリテーション」

③「エンパワメント」

基本理念を支える３つの考え方

・横須賀市、関係機関･団体、障害当事者との連携

・地域の役割（民生委員、社会福祉推進委員、障害福祉相談員等の役割や連携）

・計画の進捗状況の定期的な評価

・必要に応じた計画の見直し

計画の推進
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資料編 

 

１ 横須賀市障害福祉計画等検討部会設置要領 

 

（目的） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 88 条に規定する市町

村障害福祉計画及び児童福祉法第 33 条の 20 に規定する市町村障害児福祉計画の策定に関す

る必要な事項を検討するため、横須賀市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会（以下、「分科

会」と言う。）に障害福祉計画等検討部会（以下、「部会」と言う。）を設置する。 

（組織） 

第２条 部会は、分科会長の指名する分科会委員及び臨時委員 16 人以内をもって構成する。 

（部会長及び職務代理者） 

第３条 部会には、部会長及び職務代理者を置く。 

２ 部会長は、委員の互選により定める。 

３ 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 部会長は、職務代理者を指名する。 

５ 職務代理者は、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 部会会議は、部会長が召集する。 

２ 部会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 

（傍聴） 

第５条 部会の傍聴については、横須賀市社会福祉審議会一般傍聴実施要領の規定を準用する。 

（庶務） 

第６条 部会の庶務は、福祉部障害福祉課において行う。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会の同意を得て部会

長が定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

(旧要領の廃止) 

2 本要領の施行に伴い障害福祉計画等検討部会設置要領（平成 18 年４月１日制定）は、廃止

する。 
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２ 横須賀市障害福祉計画等検討部会 委員名簿 
 

（敬称略） 

No. 区分 委員名 所属・役職等 

1 発達障害 
あさば あきこ 

横須賀地区自閉症児者親の会 顧問 
浅羽 昭子 

2 団体 
いちかわ せいこ 

障害者施策検討連絡会 代表 
〇 市川 成子 

3 事業者（児） 
いとう あきこ 

障害児通所支援事業所連絡会 座長 
伊藤 綾季子 

4 団体 
かいばら やすえ 

障害とくらしの支援協議会 会長 
海原 泰江 

5 障害児 
ごほんぎ あい 

sukasuka-ippo 代表理事 
五本木 愛 

6 学識 
ささだ さとし 

県立保健福祉大学 教授 
◎ 笹田 哲 

7 精神障害 
しもえ ひでお 

ＮＰＯ法人横須賀つばさの会 理事長 
下江 秀雄 

8 知的障害 
たかはし かよ 

公募市民 
高橋 嘉誉 

9 身体障害 
とざわ けいこ 

公募市民 
戸澤 敬子 

10 事業者（者） 
もりした ひろあき 

横須賀市障害関係施設協議会 幹事 
森下 浩明 

11 療育 
やまべ ようこ 

療育相談センター 地域生活支援課長 
山邉 陽子 

12 行政 
わき のりやす 

障害福祉課長 
脇 範泰 

13 行政 
なつめ しんいち 

保健所健康づくり課長 
夏目 真一 

14 行政 
おくつ かずひろ 

こども青少年支援課長 
奥津 和弘 

15 行政 
たかば としかつ 

児童相談所長 
高場 利勝 

16 行政 
つかだ みほこ 

教育委員会支援教育課長 
塚田 美保子 

 （注）◎は部会長、○は職務代理者を示します。 
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３ 横須賀市障害福祉計画等検討部会の開催経過 

 

第１回検討部会 

日  時：平成29年６月２日（金）15:00～17:20 

会  場：横須賀市 はぐくみ館５階会議室４ 

出席委員：委員16名中15名出席 

議  事：（１）第５期横須賀市障害福祉計画等の概要について 

（２）第４期横須賀市障害福祉計画の概要及び進捗状況について 

（３）アンケート調査の実施方法及び調査票案について 

（４）今後の進め方（会議日程）について 

 

第２回検討部会 

日  時：平成29年７月24日（月）15:00～16:55 

会  場：横須賀市 消防庁舎３階第２、第３会議室 

出席委員：委員16名中15名出席 

議  事：（１）第１回障害福祉計画等検討部会議事録について 

（２）障害者をとりまく現状について（統計資料） 

（３）アンケート調査の結果について（速報版） 

（４）第５期障害福祉計画等のアウトラインについて 

 

第３回検討部会 

日  時：平成29年８月23日（水）15:00～17:48 

会  場：横須賀市 消防庁舎３階第２、第３会議室 

出席委員：委員16名中15名出席 

議  事：（１）第２回障害福祉計画等検討部会議事録について 

（２）アンケート調査の結果について（中間報告） 

（３）障害とくらしの支援協議会からの意見について 

（４）第５期障害福祉計画等（案）について 

 

第４回検討部会 

日  時：平成29年９月19日（火）15:00～17:23 

会  場：横須賀市 本庁舎302会議室 
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出席委員：委員16名中15名出席 

議  事：（１）第3回障害福祉計画等検討部会議事録について 

（２）アンケート調査の結果について（中間報告その２） 

（３）第５期障害福祉計画等（案）について 

 

第５回検討部会 

日  時：平成29年10月12日（木）15:00～19:27 

会  場：横須賀市 本庁舎302会議室 

出席委員：委員16名中16名出席 

議  事：（１）第４回障害福祉計画等検討部会議事録について 

（２）ヒアリング調査の結果について 

（３）第５期障害福祉計画等（案）について 

（４）パブリック・コメント手続きについて 

 

第６回検討部会 

日    時：平成２９年１２月２１日（木）15:00～17:25 

会    場：横須賀市 本庁舎302会議室 

     出席委員：委員16名中13名出席 

     議  事：（１）第５回障害福祉計画等検討部会議事録について 

（２）パブリック・コメント手続結果について 

        （３）第５期障害福祉計画等（案）について  

 

第７回検討部会 

日   時：平成３０年１月２９日（月）15:00～17:12 

会   場：横須賀市 消防庁舎３階第２、第３会議室 

出席委員：委員16名中14名出席 

     議  事：（１）第6回障害福祉計画等検討部会議事録について 

（２）パブリック・コメント手続結果について 

        （３）第５期障害福祉計画等（答申案）について  

（４）アンケート調査の結果について（最終報告案） 
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４ パブリック・コメント手続の結果概要 

 

意 見 の 提 出 方 法 

 

１．提出期間 平成 29 年（2017 年）11 月 10 日（金）から同年 12 月 1 日（金）まで 

 

２．宛  先 横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係 

 

３．提出方法  

●書式は特に定めていません。 

●住所及び氏名を明記の上、日本語で提出をお願いします。 

 なお、市外在住の方の場合は、次の項目についても明記してください。 

 （１）市内在勤の場合…勤務先名・所在地 

 （２）市内在学の場合…学校名・所在地 

 （３）その他…横須賀市と関わりがあることがわかる事項 

●次のいずれかの方法により提出してください。 

 （１）直接持ち込み 

・横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係 

   横須賀市小川町 11 番地 横須賀市役所 分館１階 

・市政情報コーナー 

   横須賀市小川町 11 番地 横須賀市役所 本館２号館 １階 34 番窓口 

・各行政センター 

（２）郵送 

   〒238-8550 横須賀市小川町 11 番地  

横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係 あて 

（３）ファクシミリ 

   ファクシミリ番号 046-825-6040 （障害福祉課） 

（４）電子メール 

   hp-hw@city.yokosuka.kanagawa.jp （障害福祉課） 

 

４．問い合わせ先 横須賀市 福祉部 障害福祉課 計画係 

                電話番号 046-822-9398 
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◎第５期横須賀市障害福祉計画（第１期横須賀市障害児福祉計画を含む）に関する

パブリック・コメント手続の結果について 

 

１ 意見募集期間 

平成 29 年（2017 年）11 月 10 日（金）から 12 月 1 日（金）まで 

２ 意見提出者数及び意見件数  

48 人の方から 145 件（重複意見含む）の意見の提出がありました。 

 

■提出状況 

提出方法 人数 

当課持ち込み 6 人 

他課等持ち込み 1 人 

郵送 1 人 

ファックス 7 人 

電子メール 33 人 

合計   48 人 

 

 ■章別の件数 

 項目名 件数 

第１章 計画策定の基本的な考え方 5 件 

第２章 障害者をとりまく現状 13 件 

第３章 数値目標 8 件 

第４章 障害サービス等の見込量 76 件 

第５章 計画の推進体制等 1 件 

その他障害福祉計画策定に関する意見 11 件 

その他意見 31 件 

合計 145 件 
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５ アンケート調査結果の概要 

（１）調査目的 

障害児者及び特定医療費（指定難病）受給者証所持者の現状やニーズを把握し、

障害福祉計画の策定資料および今後の市の施策決定の参考資料として役立てる。 

（２）調査対象 

① 身体障害者（65 歳未満の身体障害者手帳所持者） 

892 人（うち 18 才未満  58 人）対象総数の約 25% 

② 知的障害児者（療育手帳所持者） 

  745 人（うち 18 歳未満 222 人）対象総数の約 25% 

③ 精神障害者（65 歳未満の精神障害者保健福祉手帳所持者） 

  763 人（うち 18 歳未満   8 人）対象総数の約 25% 

④ 特定医療費（指定難病）受給者証所持者（順次配布） 

   45 人 

（３）調査期間・方法 

発  送：平成 29 年６月 

投函期限：平成 29 年６月 

最終締切：平成 29 年７月 31 日 

調査方法：郵送配布及び郵送回収による郵送調査 

     ただし、④特定医療費（指定難病）受給者証所持者については団体を

通じて配布した他、保健所の協力を得て対象となる患者が窓口来所し

た際にアンケートの配布を実施し、回収した。 

（４）回収結果 

 発送数 回収数 回収率（％） 

①身体障害 892（058） 450（022） 50.4％（37.9%）

②知的障害 745（222） 335（084） 44.9％（37.0%）

③精神障害 763（008） 342（005） 44.8％（62.5%）

④特定医療費（指定難病） 45（000） 20（000） 44.4％ 

合計 2,445（288） 1,147（111） 46.9％（38.5%）

※（）内は 18 歳未満で内数    
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（５）調査項目 

調査対象（障害種別）ごとにアンケート用紙を分けてアンケートを実施した。分

類ごとの数字は設問番号を表している。 

 

 

質問概要 身体 知的 精神 指定難病
回答者について 1 1 1 1
年齢 2 2 2 2
性別 3 3 3 3
特定疾病の種類 - - - 4
手帳種別・程度 4 4 4 5
身体障害部位 5 5 5 6
障害支援区分 6 6 6 7
指定難病・発達障害・高次脳機能障害の有無 7 7 7 -
発達障害・高次脳機能障害の有無 - - - 8
現在の暮らしの状況 8 8 8 9
家族の有無 9 9 9 10
今後の暮らしの希望 10 10 10 11
地域で暮らす条件の希望 11 11 11 -
介助の必要の有無 12 12 12 12
介助者 13 13 13 13
収入の状況 14 14 14 14
福祉サービスの利用状況・満足度等
　　ホームヘルプサービス（居宅介護など） 15.01 15.01 15.01 15.01
　　ガイドヘルプサービス（移動支援など） 15.02 15.02 15.02 -
　　短期入所（ショートステイ） 15.03 15.03 15.04 15.02
　　入所施設（障害者支援施設など） 15.04 15.04 - -
　　通所施設・デイサービス（児童向けサービスを含む） 15.05 15.05 15.05 -
　　グループホーム 15.06 15.06 15.06 -
　　障害者相談サポートセンター（相談支援事業所を含む） 15.07 15.07 15.07 15.07
　　地域作業所（地域活動支援センターを含む） 15.08 15.08 15.08 -
　　訪問入浴サービス 15.09 - - -
　　手話通訳者の派遣 15.10 - - -
　　要約筆記者の派遣 15.11 - - -
　　日常生活用具の給付 15.12 - - 15.04
　　補装具の交付・修理 15.13 - - -
　　住宅改修費の助成 15.14 - - -
　　成年後見制度 15.15 15.09 15.09 -
　　デイケア - - 15.03 -
　　訪問相談・指導 - - - 15.03
　　相談会 - - - 15.05
　　交流会・講演会 - - - 15.06
障害サービス未利用の理由 16 16 16 16
今後の福祉サービス利用意向　必要なサービス自由記述 17 17 17 17
外出頻度 18 18 18 18
外出時の同伴者 19 19 19 19
外出の目的 20 20 20 20
外出時に困ること 21 21 21 21
平日の日中の過ごし方 22 22 22 22
生活に必要な支援 23 23 23 23

回
答
者
に
つ
い
て

福
祉
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て

日
中
活
動
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（つづき） 

 

 

（６）調査結果の見方 

①図中のかっこ内の人数は、設問・各選択肢への回答者数を示しています。 

②図中の小数点第１位まである数値は、設問の回答者に占める各選択肢への回答 

者数の割合を示しています。（単位：％） 

質問概要 身体 知的 精神 指定難病
就労の有無 24 24 24 24
不就労の理由 25 25 25 25
就労の意向 26 26 26 26
今後仕事をしたくない（できない）理由 27 27 27 27
仕事の内容 28 28 28 28
現就労の求職方法 29 29 29 29
一週間の就労の頻度 30 30 30 30
一日の労働時間 31 31 31 31
今後の働き方の意向 32 32 32 32
その際の労働条件 33 33 33 33
その際の労働頻度 34 34 34 34
その際の一日の労働時間 35 35 35 35
障害者の労働に係る取組として希望するもの　自由記述 36 36 36 36
医療ケアについて 37 37 - 37
自立支援医療受給者証の有無 - - 37 -
精神医療受診状況 - - 38 -
精神通院回数の増減 - - 39 -
通院頻度減少の理由 - - 40 -
障害のある子どもの教育・療育で不足なもの 38 38 41 38
「本人・保護者とともにつくる支援シート」について 39 39 42 39
教育機関の個別の指導計画について 40 40 43 40
園や学校についての不満や不安　自由記述 41 41 44 41
保育所等訪問支援の利用希望について 42 42 45 42
相談相手について 43 43 46 43
障害・福祉サービスの情報収集の場所 44 44 47 44
差別や配慮不足の経験の有無 45 45 48 45
その具体的な場面 46 46 49 46
障害者差別解消法の認知について 47 47 50 47
成年後見制度の認知について 48 48 51 48
災害時の単独避難の可否 49 49 52 49
災害時援助者の有無 50 50 53 50
災害時に不安に思うこと 51 51 54 51
行事の参加状況 52 52 55 52
将来の行事参加意向 53 53 56 53
行事に参加するための手助けや配慮について 54 54 57 54
行事に係る企画運営の意向 55 55 58 55

他 要望・自由記述 56 56 59 56

教
育
関
係

相
談

権
利

災
害

地
域

医
療

就
労
に
つ
い
て
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（７）調査結果 

１．回答者について 

（１）障害種類 

回答者の障害種類は、身体障害（39.2％）、知的障害（29.2％）、精神障害（29.8％）、

難病（1.7％）で、身体障害が約４割を占めています。 

平成 26 年調査と比較すると、精神障害の割合が増え、身体障害、知的障害、難病

の割合は減っています。 

 

障害種類、前回との比較 

 

（２）回答者 

回答者は、全体では 66.8％が「本人（代筆を含む）」、28.2％が「本人の家族」

となっています。知的障害では「本人の家族」の比率が高く 60.9％となっています。 

 

回答者 

 

  

39.2

40.6

29.2

31.5

29.8

23.5

1.7

4.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回調査（1,147人）

平成26年調査（1,434人）

身体障害 知的障害 精神障害 指定難病

66.8

79.3

29.6

85.7

85.0

28.2

17.3

60.9

11.1

15.0

2.6

1.3

6.6

0.6

0.9

0.4

1.8

0.6

1.6

1.6

1.2

2.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（1,147人）

身体障害（450人）

知的障害（335人）

精神障害（342人）

指定難病（20人）

本人 本人の家族 家族以外の介助者 その他 無回答
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（３）年齢と性別 

回答者の年齢は、50 歳以上が 41.1％で、50 歳未満は合わせて 55.4％です。 

指定難病では 100％、身体障害では 58.7％、精神障害では 40.9％が 50 歳以上

と中高年層の比率が高くなっていますが、知的障害と精神障害では 50 歳未満の比率

が高く、知的障害では 18 歳～39 歳の若年の比率が 34.0％となっています。 

性別は、知的障害では男性が 64.2％で女性より多くなっていますが、身体障害と

指定難病ではやや男性が多く、精神障害では女性の方が多くなっています。 

 

年齢、障害別 

 

 

性別、障害別 

 

  

1.8 

1.1 

4.2 

0.6 

7.8 

3.8 

20.9 

0.9 

22.3 

14.4 

34.0 

22.5 

23.5 

20.2 

20.0 

32.7 

41.1 

58.7 

20.0 

40.9 

100.0 

3.4 

1.8 

0.9 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（1,147人）

身体障害（450人）

知的障害（335人）

精神障害（342人）

指定難病（20人）

6歳未満 6-17歳 18-39歳 40-49歳 50歳以上 無回答

55.0

53.6

64.2

47.4

65.0

42.9

43.6

34.6

50.6

35.0

2.1

2.9

1.2

2.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（1,147人）

身体障害（450人）

知的障害（335人）

精神障害（342人）

指定難病（20人）

男性 女性 無回答
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（４）障害者手帳の手帳種別と障害程度 

持っている手帳の種類は、身体障害では「身体障害者手帳（１級）」（42.0％）、

知的障害では「療育手帳 A1」（26.6％）と「療育手帳 B2」（27.5％）、精神障

害では「精神障害者保健福祉手帳（２級）」（59.6％）が多くなっています。 

指定難病では、60.0%が「持っていない」としていますが、20.0%が「身体障害

者手帳（２級）」を持っています。 

 

障害者手帳の種類と等級、障害別（複数回答） 

 

 障害者手帳を複数所持している方は、回答者全体の 11.3％となっています。障害

別でみると、知的障害が他と比べて 15.8％と多くなっています。 

 

障害者手帳複数所持者 

 

5.0

20.0

15.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0% 40.0% 80.0%

身体障害（１級）

身体障害（２級）

身体障害（３級）

身体障害（４級）

身体障害（５級）

身体障害（６級）

療育手帳（Ａ１）

療育手帳（Ａ２）

療育手帳（Ｂ１）

療育手帳（Ｂ２）

精神障害（１級）

精神障害（２級）

精神障害（３級）

持っていない

無回答

指定難病（20人）

2.6

3.8

2.3

0.6

0.3

0.0

0.0

0.0

0.9

1.5

9.4

59.6

21.3

3.2

0.0% 40.0% 80.0%

身体障害（１級）

身体障害（２級）

身体障害（３級）

身体障害（４級）

身体障害（５級）

身体障害（６級）

療育手帳（Ａ１）

療育手帳（Ａ２）

療育手帳（Ｂ１）

療育手帳（Ｂ２）

精神障害（１級）

精神障害（２級）

精神障害（３級）

持っていない

無回答

精神障害（342人）

4.8

6.9

2.7

0.3

0.0

0.3

26.6

21.2

21.2

27.5

0.9

1.8

0.6

1.2

0.0% 40.0% 80.0%

身体障害（１級）

身体障害（２級）

身体障害（３級）

身体障害（４級）

身体障害（５級）

身体障害（６級）

療育手帳（Ａ１）

療育手帳（Ａ２）

療育手帳（Ｂ１）

療育手帳（Ｂ２）

精神障害（１級）

精神障害（２級）

精神障害（３級）

持っていない

無回答

知的障害（335人）

42.0

19.6

11.3

17.3

5.3

3.6

6.2

2.0

0.9

0.9

0.9

1.1

0.4

1.6

0.0% 40.0% 80.0%

身体障害（１級）

身体障害（２級）

身体障害（３級）

身体障害（４級）

身体障害（５級）

身体障害（６級）

療育手帳（Ａ１）

療育手帳（Ａ２）

療育手帳（Ｂ１）

療育手帳（Ｂ２）

精神障害（１級）

精神障害（２級）

精神障害（３級）

持っていない

無回答

身体障害（450人）

18.7

11.2

6.2

7.1

2.2

1.5

10.2

7.0

6.8

8.8

3.4

18.7

6.7

1.0

1.9

0.0% 40.0% 80.0%

身体障害（１級）

身体障害（２級）

身体障害（３級）

身体障害（４級）

身体障害（５級）

身体障害（６級）

療育手帳（Ａ１）

療育手帳（Ａ２）

療育手帳（Ｂ１）

療育手帳（Ｂ２）

精神障害（１級）

精神障害（２級）

精神障害（３級）

持っていない

無回答

全体（1,147人）

85.8

85.6

83.0

91.5

40.0

11.1

12.7

15.8

5.0

0.2

0.2

0.3

3.0

1.6

1.2

3.2

60.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（ 1,147人）

身体障害（ 450人）

知的障害（ 335人）

精神障害（ 342人）

特定難病（ 20人）

１ つのみ所持 ２ つ所持 ３ つ所持 無回答
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（５）指定難病、発達障害、高次脳機能障害について 

 障害者手帳の他に、指定難病や発達障害、高次脳機能障害について認定あるいは診

断を受けた人について、全体では、「発達障害」（16.9％）が最も多くなっています。

特に知的障害では 43.3％と多くなっています。 

 

指定難病や発達障害、高次脳機能障害について認定あるいは診断を受けたもの 

 

※無回答除く 

 

２．暮らしの状況について 

（１）現在の暮らしの状況 

現在、どのように暮らしているかについて、全体の 72.6％は「家族と同居して暮

らしている」、11.9％は「一人で暮らしている」となっています。精神障害では他の

障害と比べて「一人で暮らしている」比率が 18.1％とやや高くなっています。また、

知的障害では 14.9％が「入所施設で暮らしている」としており、他の障害に比べて

比率が高くなっています。 

「一緒に暮らしている人」は、全体の 64.7％が「父母・祖父母・兄弟姉妹」とし

ており、身体障害の 53.7％と難病の 94.1％は配偶者（夫または妻）としています。

また、知的障害の 93.1％、精神障害の 70.0％が「父母・祖父母・兄弟姉妹」として

います。 

年齢別に見ると、年齢が低いほど「家族と同居して暮らしている」比率が高く、年

齢が高いほど「一人で暮らしている」、「グループホームで暮らしている」、「入所

施設で暮らしている」「病院に入院している」比率が増えていくことがわかります。 

10.1

19.8

3.9

4.1

16.9

4.2

43.3

8.8

0.0

4.4

5.1

2.7

5.3

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

全体（ 1,147人）

身体障害（ 450人）

知的障害（ 335人）

精神障害（ 342人）

指定難病（ 20人）

指定難病 発達障害 高次脳機能障害
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現在の暮らし、障害別 

 

 

「家族と同居して暮らしている」のうち、一緒に暮らしている人、障害別 

 

  

72.6

75.8

69.3

71.1

85.0

11.9

14.9

2.1

18.1

4.9

2.2

10.1

3.5

6.2

3.8

14.9

1.2

1.5

0.9

0.9

2.6

5.0

1.0

0.7

1.2

0.9

10.0

1.9

1.8

1.5

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（ 1,147人）

身体障害（ 450人）

知的障害（ 335人）

精神障害（ 342人）

指定難病（ 20人）

家族と同居して暮らしている 一人で暮らしている

グループホームで暮らしている 入所施設（ 障害者支援施設など） で暮らしている

病院に入院している その他

無回答

64.7

44.6

93.1

70.0

5.9

31.2

53.7

2.6

22.6

94.1

19.9

34.9

0.4

16.0

41.2

3.6

3.2

4.3

3.7

0.5

1.3

0.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 833人）

身体障害（ 341人）

知的障害（ 232人）

精神障害（ 243人）

指定難病（ 17人）

父母・ 祖父母・ 兄弟姉妹 配偶者（ 夫または妻） 子ども その他 無回答
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現在の暮らし、年齢別 

 

※年齢の問に対して無回答があるため、各年齢の合計と全体の人数は一致しない。 

 

「家族と同居して暮らしている」のうち、一緒に暮らしている人、年齢別 

 

※年齢の問に対して無回答があるため、各年齢の合計と全体の人数は一致しない。 

  

72.6 

100.0 

92.2 

82.8 

74.1 

62.9 

11.9 

5.1 

10.0 

19.1 

4.9 

4.7 

6.3 

5.1 

6.2 

6.7 

3.5 

6.3 

7.7 

1.5 

1.2 

1.5 

1.6 

1.0 

1.2 

0.7 

1.4 

1.9 

1.1 

1.6 

1.1 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（ 1,147人）

6歳未満（ 21人）

6-17歳（ 90人）

18-39歳（ 256人）

40-49歳（ 270人）

50歳以上（ 491人）

家族と同居して暮らしている 一人で暮らしている

グループホームで暮らしている 入所施設(障害者支援施設など )で暮らしている
病院に入院している その他

無回答

64.7 

95.2 

95.2 

89.6 

63.5 

37.7 

31.3 

4.8 

1.2 

8.0 

33.0 

51.3 

20.0 

9.0 

21.5 

31.5 

3.6 

3.6 

1.4 

4.0 

5.2 

0.7 

4.8 

0.0 

0.5 

0.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（ 833人）

6歳未満（ 20人）

6-17歳（ 82人）

18-39歳（ 210人）

40-49歳（ 200人）

50歳以上（ 308人）

父母･祖父母･兄弟姉妹 配偶者(夫または妻) 子ども その他 無回答
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（２）今後の暮らしの希望 

今後の暮らしについて、全体では「家族と同居して暮らしたい」（48.6％）が約半

数で、「一人で暮らしたい」が 13.7％になっています。 

知的障害ではグループホームや入所施設での暮らしを望む人も多く、「グループホ

ームで暮らしたい」は 20.3％、「入所施設で暮らしたい」は 15.5％で、合わせると 

4 割近くを占めています。 
 
今後の暮らし、障害別 

 
 

今後の暮らし、年齢別 

 
※年齢の問に対して無回答があるため、各年齢の合計と全体の人数は一致しない。 

48.6

58.9

38.2

43.6

80.0

9.0

6.7

5.4

16.1

13.7

14.4

7.2

19.9

8.7
3.8

20.3

4.4

8.7

6.9

15.5

4.1

15.0

4.7

3.3

6.3

5.0

5.0

6.5

6.0

7.2

7.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 1,147人）

身体障害（ 450人）

知的障害（ 335人）

精神障害（ 342人）

指定難病（ 20人）

家族と同居して暮らしたい 結婚して新たな家族と暮らしたい
一人で暮らしたい グループホームで暮らしたい

入所施設（ 障害者支援施設など） で暮らしたい その他
無回答

50.4 

47.6 

45.6 

43.8 

50.7 

51.5 

9.3 

19.0 

18.9 

10.9 

10.0 

5.3 

14.2 

9.5 

8.9 

11.7 

14.1 

15.5 

9.0 

4.8 

11.1 

15.2 

7.8 

5.5 

8.8 

5.6 

7.4 

7.0 

10.8 

5.1 

4.8 

6.7 

5.1 

3.7 

5.1 

6.9 

14.3 

3.3 

5.9 

6.7 

6.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 1,147人）

6歳未満（ 21人）

6-17歳（ 90人）

18-39歳（ 256人）

40-49歳（ 270人）

50歳以上（ 491人）

家族と同居して暮らしたい 結婚して新たな家族と暮らしたい

一人で暮らしたい グループホームで暮らしたい
入所施設（ 障害者支援施設など） で暮らしたい その他
無回答
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（３）地域で暮らす条件としての希望 

地域で暮らす条件として、「生活費の確保」が身体障害で 54.2％、知的障害で 52.8％、

精神障害で 66.1％と、いずれの障害においても最も上位にあげられています。 

 

地域で暮らす条件(複数回答) 

 

 

 

３．福祉サービスについて 

（１）福祉サービスの利用状況 

福祉サービスの利用状況は次頁の通りです。  

対象者の５％以上の人が利用している福祉サービスは、交流会・講演会【指定難病】

（30.0％）、相談会【指定難病】（20.0％）、補装具の交付・修理（18.5％）、通

所施設・デイサービス（17.8％）、障害者相談サポートセンター（15.8％）、ガイ

ドヘルプサービス（13.4％）、日常生活用具の給付（13.0％）、デイケア【精神障

害】（11.7％）、訪問相談・指導【指定難病】（10.0％）、入所施設（9.4％）、地

域作業所（9.4％）、ホームヘルプサービス（6.7％）、短期入所（6.4％）、となっ

ています。 

 

18.7

66.1

8.2

22.2

18.7

12.6

12.3

38.6

16.1

28.9

6.1

7.6

9.9

0.0% 40.0% 80.0%

精神障害（342人）

37.9

52.8

23.0

28.4

43.9

10.1

16.7

34.9

36.4

33.1

15.5

5.4

10.1

0.0% 40.0% 80.0%

知的障害（335人）

26.0

54.2

14.2

11.3

15.6

17.3

9.8

25.6

10.0

17.1

4.9

6.4

13.1

0.0% 40.0% 80.0%

身体障害（450人）

27.3

57.4

15.0

19.7

24.9

13.8

12.6

32.3

19.7

25.5

8.4

6.5

11.3

0.0% 40.0% 80.0%

介助者の確保

生活費の確保

住まいのバリアフリー化
やグループホームの確保

コミュニケーション支援
の充実

近くに通える施設や作業

所があること

在宅で医療を受けられる
こと

生活訓練等の充実

相談相手や相談機関の充
実

生活費の管理

地域住民の理解

自信をもつための外泊体

験ができること

その他

無回答

全体（1,127人）
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福祉サービスの利用状況 

 

  

6.7

13.4

6.4

9.4

17.8

5.4

15.8

9.4
2.4

1.6

0.7

13.0

18.5
2.7

4.6

11.7

10.0

20.0

30.0

1.8

3.0

4.7

2.6

4.1

1.1

5.8

3.9

1.1

1.1

0.9

6.6

8.5

8.0
0.3

14.0

15.0

10.0

20.0

38.3

29.3

35.7

40.0

29.6

40.4

25.9

32.9

46.2

34.9

33.3

27.4

23.4

35.6

36.1

34.2

20.0

20.0

20.0

11.0

7.8

10.1

11.4

7.4

12.1

3.7

9.1

13.3

12.0

11.3

6.4

6.6

9.8
5.5

6.4

16.2

21.4

18.0

15.4

15.9

15.1

24.1

19.7

14.7

26.4

29.6

26.0

22.1

23.3

27.0

5.8

15.0

20.0

5.0

26.0

25.0

25.1

21.1

25.2

25.9

24.7

25.0

22.2

24.0

24.2

20.6

20.9

20.7

26.4

27.8

40.0

30.0

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホームヘルプサービス（ 1,147人）

ガイド ヘルプサービス（ 1,147人）

短期入所（ 1,147人）

入所施設（ 805人）

通所施設・ デイサービス（ 1,147人）

グループホーム（ 1,147人）

障害者相談サポート センター（ 1,147人）

地域作業所（ 1,147人）

訪問入浴サービス【 身体障害】 （ 450人）

手話通訳者の派遣【 身体障害】 （ 450人）

要約筆記者の派遣【 身体障害】 （ 450人）

日常生活用具の給付（ 470人）

補装具の交付・ 修理（ 470人）

住宅改修費の助成【 身体障害】 （ 450人）

成年後見制度（ 1,147人）

デイケア【 精神障害】 （ 342人）

訪問相談・ 指導【 指定難病】 （ 20人）

相談会【 指定難病】 （ 20人）

交流会・ 講演会【 指定難病】 （ 20人）

利用している 利用したことがある 知っているが利用しない 利用できない 知らない 無回答

（ 移動支援など）
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（２）福祉サービスの満足度（利用経験のある方） 

福祉サービスの満足度は次頁の通りです。 

19 のサービスのうち 15 のサービスにおいて、「満足している」が、「少し不満

である」と「不満である」を合わせた割合より高く、満足度の高いサービスが多いこ

とがわかります。 

中でもホームヘルプサービス、入所施設、通所施設・デイサービス、グループホー

ム、障害者相談サポートセンター、地域作業所は「満足している」が、「少し不満で

ある」と「不満である」を合わせた割合より 20 ポイント以上高くなっています。 

要約筆記者の派遣、日常生活用具の給付、補装具の交付・修理、住宅改修費の助成

では、「満足している」より「少し不満である」と「不満である」を合わせた割合の

方が高く、満足度が低くなっています。 
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福祉サービスの満足度（利用経験のある方） 

 

  

57.1

43.6

37.0

52.6

60.2

54.7

58.1

45.1

50.0

41.7

28.6

35.9

28.3

31.3

42.1

33.0

40.0

50.0

80.0

14.3

21.3

26.8

12.4

17.5

18.7

14.1

14.4

25.0

8.3

28.6

28.3

28.3

22.9

10.5

22.7

6.1

10.1

7.9
1.0

6.0

1.3

4.8

9.2
6.3

25.0

14.3

12.0

9.4

8.3

14.0
9.1

22.4

25.0

28.3

34.0

16.3

25.3

23.0

31.4

18.8

25.0

28.6

23.9

33.9

37.5

33.3

35.2

60.0

50.0

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ホームヘルプサービス（ 98人）

ガイド ヘルプサービス（ 188人）

短期入所（ 127人）

入所施設（ 97人）

通所施設・ デイサービス（ 251人）

グループホーム（ 75人）

障害者相談サポート センター（ 248人）

地域作業所（ 153人）

訪問入浴サービス【 身体障害】 （ 16人）

手話通訳者の派遣【 身体障害】 （ 12人）

要約筆記者の派遣【 身体障害】 （ 7人）

日常生活用具の給付（ 92人）

補装具の交付・ 修理（ 127人）

住宅改修費の助成【 身体障害】 （ 48人）

成年後見制度（ 57人）

デイケア【 精神障害】 （ 88人）

訪問相談・ 指導【 指定難病】 （ 5人）

相談会【 指定難病】 （ 6人）

交流会・ 講演会【 指定難病】 （ 10人）

満足している 少し不満である 不満である 無回答

（ 移動支援など）
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（３）不満である理由（「不満である」または「少し不満である」方） 

福祉サービスの利用における主な不満の内容を見ると、ホームヘルプサービスでは

「支援の内容」、短期入所では「緊急時に使いにくい」や「土日や夏休みなどに予約

が重なって使えないことがある」、障害者相談サポートセンターでは「何を相談して

よいかわからない」、地域作業所では「作業の内容が自分に合わない」、訪問入浴サ

ービスでは「利用回数」、手話通訳者の派遣では「早朝や夜間の派遣が少ない」、日

常生活用具の給付と補装具の交付・修理では「自由に買い換えられない」、住宅改修

費の助成では「対象となる工事の範囲」や「助成を受けられる回数」、成年後見制度

では「支援の内容」、デイケア【精神障害】では「自分に合うプログラムがない」こ

とがあげられています。 

 

不満である理由(｢不満である｣または「少し不満である」方) 

 

 

 

 

25.0

60.0

5.0

25.0

15.0

早朝や夜間の派遣が少ない

支援の内容

利用料の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
ホームヘルプサービス（ 20人）

18.6

20.3

13.6

47.5

11.9

早朝や夜間の派遣が少ない

支援の内容

利用料の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
ガイド ヘルプサービス（ 59人）
（ 移動支援など）

「その他」不満の理由 件数 「その他」不満の理由 件数

サービス時間が不十分 3 人手不足 12

サービス提供内容が不十分 2 サービス時間が不十分 5

人手不足 1 ヘルパーの質 3

ヘルパーの質 1 予約ができない 3

利用できる事業所が少ない 1 利用できない時間帯 3

急に必要になった時に利用できない 2

利用できる事業所が少ない 2

サービス提供不足 1

作業に不満 1

利用できない対象 1

利用への不安 1
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27.3

40.9

38.6

9.1

15.9

11.4

近くに施設がない

緊急時に使いにくい

土日や夏休みなどに予約が

重なって使えないことがある

利用料の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

短期入所（ 44人）

15.4

7.7

0

30.8

46.2

近く に施設がない

希望する施設に空きがない

利用料の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%
入所施設（ 13人）

「その他」不満の理由 件数 「その他」不満の理由 件数
予約ができない 5 行動の制限 3
サービス利用日数が不足 1 施設利用の不慣れ 1
施設の差 1 職員の質 1
人手不足 1 設備が古い 1
利用したくない 1 遠い 1
利用できない対象 1 人手不足 1

余暇活動が不十分 1

11.9

10.2

16.9

15.3

40.7

18.6

利用日数

近く に施設がない

希望する施設に空きがない

利用料の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

通所施設・ デイサービス（ 59人）

6.7

13.3

13.3

26.7

40.0

近く にホームがない

希望するホームに空きがない

利用料の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

グループホーム（ 15人）

「その他」不満の理由 件数 「その他」不満の理由 件数
サービス提供内容が不十分 7 利用できない時間帯 3
職員の質 5 サービス提供内容が不十分 2
サービス時間が不十分 3 人手不足 1
人間関係による 3
予約ができない 3
楽しくない 2
利用できない対象 2
利用への不安 2
就職に結びつかなかった 1
手続きの負担 1
遠い 1
人手不足 1
負担額 1
利用できなくなった 1
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21.3

10.6

31.9

23.4

21.3

受付時間

近く にセンターがない

何を相談していいかわからない

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

障害者相談サポート センター（ 47人）

8.3

8.3

5.6

33.3

38.9

13.9

利用日数

近く に作業所がない

希望する作業所に空きがない

作業の内容が自分に合わない

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

地域作業所（ 36人）

「その他」不満の理由 件数 「その他」不満の理由 件数
サービス提供内容が不十分 7 人間関係による 4
職員の質 2 工賃が安い 3
利用できない時間帯 2 職員の質 3
サービス時間が不十分 1 サービス時間が不十分 2
人間関係による 1 負担が大きい 2
人手不足 1 作業場が合わない 1
予約ができない 1
利用への不安 1

60.0

20.0

20.0

20.0

利用回数

サービス提供の時間帯

対象となる人の範囲

その他

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

訪問入浴サービス【 身体障害】 （ 5人）

25.0

50.0

75.0

25.0

25.0

対象となる人の範囲

趣味や余暇に使えない

早朝や夜間の派遣が少ない

緊急時に利用できない

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

手話通訳者の派遣【 身体障害】 （ 4人）

「その他」不満の理由 件数
サービス提供内容が不十分 1
利用環境 1

33.3

33.3

33.3

33.3

対象となる人の範囲

早朝や夜間の派遣が少ない

緊急時に利用できない

その他

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

要約筆記者の派遣【 身体障害】 （ 3人）

27.0

37.8

8.1

29.7

10.8

21.6

対象となる用具が少ない

自由に買い替えられない

利用料の負担が大きい

自分に合う 用具がわからない

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

日常生活用具の給付（ 48人）

「その他」不満の理由 件数 「その他」不満の理由 件数
教育現場 1 サービス提供内容が不十分 2

利用できない対象 2
壊れる 1
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※その他の内容について、１件につき複数の意見が記載されており、「その他」件数と不満の理
由の件数は一致しない。 

  

18.8

45.8

4.2

29.2

27.1

8.3

対象となる補装具が少ない

自由に買い替えられない

自分に合う 補装具がわからない

費用の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

補装具の交付・ 修理（ 48人）

60.0

46.7

40.0

13.3

6.7

対象となる工事の範囲

助成を受けられる回数

費用の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

住宅改修費の助成【 身体障害】 （ 15人）

「その他」不満の理由 件数 「その他」不満の理由 件数
手続きの負担 4 サービス提供内容が不十分 1
壊れる 3
自分に合わない 2
サービス提供内容が不十分 1
障害への理解不足 1
利用できない対象 1

14.3

21.4

14.3

50.0

28.6

対象となる人の範囲

支援の内容

費用が高い

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

成年後見制度（ 14人）

17.9

35.7

10.7

28.6

17.9

近く に施設がない

自分に合う プログラムが無い

利用料の負担が大きい

その他

無回答

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

デイケア【 精神障害】 （ 28人）

「その他」不満の理由 件数 「その他」不満の理由 件数
費用が高い 3 人間関係による 6
負担が大きい 3 サービス提供内容が不十分 2
状況が分からない 2 楽しくない 2

予約ができない 1
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（４）福祉サービスを利用していない理由 

福祉サービスを利用していない理由で最も多いのは、「サービス等を利用する必要

がないから」（33.1％）となっています。特に身体障害では「サービス等を利用する

必要がないから」とする人が 53.6％を占めています。また、知的障害も「サービス

等を利用する必要がないから」（11.1％）が最も多く、精神障害では「利用できるサ

ービス等がわからないから」（22.6％）が「サービス等を利用する必要がないから」

（30.1％）と同等に多くなっています。 

 

サービスを利用していない理由、障害別(複数回答) 

  

0.5

11.5

6.6

33.1

3.6

5.6

0.5

13.5

2.0

6.4

11.7

13.2

3.8

0.0

13.4

5.6

53.6

1.7

4.5

0.0

15.1

0.0

4.5

17.3

16.2

3.4

0.0

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

0.0

22.2

0.0

11.0

0.0

33.3

33.3

1.1

20.4

14.0

30.1

9.7

14.0

0.0

22.6

6.5

17.2

12.9

21.5

5.4

8.3

8.3

25.0

41.7

16.7

8.3

16.7

25.0

16.7

0.0

25.0

0.0

8.3

0.0% 40.0% 80.0%

病院に入院しているから

家族の介護を受けているから

他人の世話になりたくないから

サービス等を利用する必要がないから

近くに利用できるサービス等や施設がないから

利用したいサービス等や施設がないから

利用したい施設に空きがないから

利用できるサービス等がわからないから

交通手段がないので利用できないから

利用料が払えないから

その他

特に理由はない

無回答

全体（393人）

身体障害（179人）

知的障害（109人）

精神障害（93人）

指定難病（12人）
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（５）今後の福祉サービスの利用希望 

今後利用したい福祉サービス等は、身体障害では「補装具の交付・修理」（23.8％）、

知的障害では「グループホーム」（34.9％）、精神障害では「相談・情報提供などの

サービス」（34.5％）、指定難病では「交流会・講演会」（45.0％）の割合が最も

高くなっています。 

「相談・情報提供などのサービス」は、身体障害（23.8％）、知的障害（31.0％）、

指定難病（40.0％）でも多くあげられています。 

また、知的障害では「ガイドヘルプサービス」（31.0％）、「通所施設･デイサー

ビス」（28.7％）、「入所施設」と「短期入所」（26.9％）、「成年後見制度」（23.6％）

の割合も高く、多くのサービスへの利用意向が見られます。 
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今後利用したいサービス、障害別(複数回答) 

  
  

14.3

18.1

13.4

12.3

16.4

15.7

29.4

13.9

3.0

1.1

1.1

11.2

11.5

12.0

11.2

5.5

0.3

0.3

0.8

5.0

15.4

11.4

13.6

15.1

9.3

11.3

14.4

6.7

23.8

5.8

4.4

2.9

2.7

20.9

23.8

23.1

5.1

6.9

18.4

11.3

11.9

31.0

26.9

26.9

28.7

34.9

31.0

19.7

4.2

0.0

0.3

8.7

7.5

10.1

23.6

2.1

6.9

11.6

17.0

10.5

5.0

7.9

9.6

34.5

19.9

7.9

18.4

4.7

20.8

11.4

25.0

25.0

40.0

25.0

15.0

20.0

45.0

15.0

0.0

10.0

0.0% 40.0% 80.0%

ホームヘルプサービス

ガイドヘルプサービス

短期入所

入所施設

通所施設・デイサービス

グループホーム

相談・情報提供などのサービス

地域作業所

訪問入浴サービス

手話通訳者の派遣

要約筆記者の派遣

日常生活用具の給付

補装具の交付・修理

住宅改修費の助成

成年後見制度

デイケア

訪問相談・指導

相談会

交流会・講演会

その他

特に利用したい福祉サービスはない

無回答

全体（1,147人）

身体障害（450人）

知的障害（335人）

精神障害（342人）

指定難病（20人）

（移動支援など）
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４．日中活動について 

（１）１週間の外出頻度 

 

「毎日外出する」が 42.5％、「１週間に数回外出する」が 33.9％となっていま

す。知的障害では「毎日外出する」（53.1％）とする人が多く、精神障害（43.3％）

と指定難病（45.0％）では「１週間に数回外出する」とする人が多くなっています。 

 

外出の頻度、障害別 

 

 

  

42.5

45.1

53.1

29.8

20.0

33.9

33.1

24.8

43.3

45.0

12.6

10.4

9.9

17.5

25.0

5.4

4.4

6.0

5.8

10.0

5.6

6.9

6.3

3.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 1,147人）

身体障害（ 450人）

知的障害（ 335人）

精神障害（ 342人）

指定難病（ 20人）

毎日外出する １ 週間に数回外出する １ 週間に１ 回程度外出する まったく 外出しない 無回答
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（２）外出時の同伴者 

最も多いのは、「一人で外出する」（51.0％）となっています。障害別に見ると、

精神障害の 60.3％、身体障害の 58.6％、指定難病の 44.4％が「一人で外出する」

としていますが、知的障害では 31.3％と少なくなっています。知的障害の 44.6％

が「父母･祖父母･兄弟姉妹」としており、半数近くが家族と一緒に外出していること

がわかります。 

 

外出時の同伴者、障害別 

 

  

24.3

12.8

44.6

21.3

10.6

16.0

1.4

10.3

44.4

1.9

3.0

0.3

1.9

10.3

8.0

21.4

2.6

11.1

0.9

0.8

1.9

51.0

58.6

31.3

60.3

44.4

1.1

0.8

1.0

1.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 1,021人）

身体障害（ 399人）

知的障害（ 294人）

精神障害（ 310人）

指定難病（ 18人）

父母・ 祖父母・ 兄弟姉妹 配偶者（ 夫または妻） 子ども
ホームヘルパーや施設の職員 その他の人（ ボランティ ア等） 一人で外出する
無回答
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（３）外出の目的 

「買い物に行く」が 66.7％で最も多く、次いで「通勤・通学・通所」が 52.9％、

「医療機関への受診」が 52.7％です。また、知的障害では「通勤・通学・通所」が

最も多く、74.5％となっています。 

 

外出の目的、障害別(複数回答) 

 

  

52.9

10.1

52.7

66.7

19.6

21.4

7.5

30.7

5.0

0.6

51.9

13.0

60.2

67.4

25.1

22.3

5.3

30.6

2.8

0.3

74.5

7.8

33.7

57.1

10.5

24.1

13.3

31.3

4.4

0.7

36.1

6.5

60.6

76.8

21.3

17.1

4.5

29.7

8.4

1.0

11.1

44.4

61.1

33.3

16.7

27.8

16.7

38.9

5.6

0.0

0.0% 40.0% 80.0%

通勤・通学・通所

訓練やリハビリに行く

医療機関への受診

買い物に行く

友人・知人に会う

趣味やスポーツをする

グループ活動に参加する

散歩に行く

その他

無回答

全体（1,021人）

身体障害（399人）

知的障害（294人）

精神障害（310人）

指定難病（18人）
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（４）外出時に困ること 

困りごとは多方面に渡り、「外出にお金がかかる」（26.6％）、「困った時にどう

すればいいのか心配」（24.5％）、「発作など突然の身体の変化が心配」（21.9％）

の順に多くなっています。 

身体障害では「道路や駅に階段や段差が多い」（35.3％）、知的障害では「困った

時にどうすればいいのか心配」（41.8％）、精神障害では「外出にお金がかかる」

（45.5％）、指定難病では「道路や駅に階段や段差が多い」と「発作など突然の身体

の変化が心配」（38.9％）がそれぞれ最も多くあげられています。 

 

外出時の困りごと、障害別(複数回答) 

 

8.7

13.9

21.3

9.1

14.3

7.7

26.6

16.4

21.9

24.5

17.9

11.2

15.8

9.3

16.8

35.3

3.5

21.6

6.5

18.3

10.8

18.8

10.8

7.0

14.3

17.0

6.5

12.9

11.6

22.4

12.6

13.6

19.4

15.0

14.3

41.8

39.1

9.5

13.3

10.6

10.3

11.3

4.2

6.5

3.9

45.5

25.5

32.3

26.5

12.6

8.7

16.1

0.0

27.8

38.9

0.0

16.7

5.6

5.6

5.6

38.9

11.1

5.6

11.1

22.2

0.0% 40.0% 80.0%

公共交通機関が少ない（ない）

列車やバスの乗り降りが困難

道路や駅に階段や段差が多い

切符の買い方や乗換えがわかりにくい

外出先の建物の設備が不便（トイレなど）

介助者が確保できない

外出にお金がかかる

周囲の目が気になる

発作など突然の身体の変化が心配

困った時にどうすればいいのか心配

コミュニケーションがとれない

その他

無回答

全体（1,021人）

身体障害（399人）

知的障害（294人）

精神障害（310人）

指定難病（18人）
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（５）平日の日中の過ごし方 

「自宅で過ごしている」（23.8％）と「会社勤めや、自営業、家業など、収入を得

るための仕事をしている」（21.6％）が最も多くあげられています。 

知的障害では「福祉施設、作業所等に通っている」（36.7％）が最も多く、身体障

害では「会社勤めや、自営業、家業など、収入を得るための仕事をしている」（32.4％）、

精神障害（40.9％）、及び指定難病（50.0％）では「自宅で過ごしている」が最も

多くなっています。 

 

日中の過ごし方、障害別 

 

21.6

0.9

7.5

18.0

2.5

1.8

23.8

6.0

0.8

3.6

3.6

1.4

4.4

4.1

32.4

0.7

11.8

8.7

1.6

2.9

22.7

4.2

0.9

1.6

2.2

0.9

4.7

4.9

11.3

0.9

0.9

36.7

0.0

0.6

6.3

11.9

1.2

10.1

9.3

3.6

3.9

3.3

18.4

0.9

7.6

12.9

5.8

1.8

40.9

2.6

0.3

5.0

3.8

5.0

5.0

20.0

0.0

10.0

0.0

50.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0% 40.0% 80.0%

会社勤めや、自営業、家業など、収入を得るための

仕事をしている

ボランティアなど、収入を得ない仕事をしている

専業主婦（主夫）をしている

福祉施設、作業所等に通っている（自立訓練や就労

移行支援、就労継続支援も含む）

病院などのデイケアに通っている

病院でリハビリを受けている

自宅で過ごしている

入所している施設や病院等で過ごしている

大学、専門学校、職業訓練校などに通っている

特別支援学校（小中高等部）に通っている

一般の高校、小中学校に通っている

幼稚園、保育所、障害児通園施設などに通っている

その他

無回答

全体（1,147人）

身体障害（450人）

知的障害（335人）

精神障害（342人）

指定難病（20人）
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（６）ふだんの生活に必要な支援 

全体として、普段の生活に必要な支援の 1 番目を「金銭・財産管理」をとする回

答が 21.4％と最も多く、次いで「就労支援」が 15.5％となっています。 

障害別でみると、1 番目は「金銭・財産管理」が最も多く、身体障害では

19.1％、知的障害では 22.7％、精神障害では 23.1％、指定難病では 25.0％とな

っています。知的障害では、「グループホームなど住む場所の支援」（21.5％）や

「就労支援」（20.6％）も 1 番目とする回答が多くなっています。 

 

 

１．全体 

 

n=1,141 ※ 無回答除く 

  

21.4

10.7

10.1

15.5

9.8

3.3

11.8

12.1

7.8

11.5

15.9

6.8

9.0

9.7

8.2

7.7

13.3

11.5

5.5

9.9

8.5

6.4

8.3

11.7

6.5

9.3

9.9

4.4

8.5

9.5

6.7

4.5

11.6

10.9

3.1

10.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

金銭・ 財産管理

ホームヘルプサービス（ 家事援助）

グループホームなど住む場所の支援

就労支援

障害者相談サポート センター等での相談

専門家が訪問する生活支援

１ 番目 ２ 番目 ３ 番目 ４ 番目 ５ 番目 ６ 番目
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２．身体障害 

 

n=448 ※ 無回答除く 

 

 

３．知的障害 

 

n=332 ※ 無回答除く 

  

19.1

11.6

5.8

14.2

9.8

3.8

8.7

12.0

3.8

10.9

16.7

5.8

5.3

9.3

7.1

6.0

12.2

12.4

4.9

7.6

8.2

5.8

7.3

12.2

7.6

8.4

10.7

4.2

5.6

8.0

8.0

2.9

12.0

11.3

2.0

7.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

金銭・ 財産管理

ホームヘルプサービス（ 家事援助）

グループホームなど住む場所の支援

就労支援

障害者相談サポート センター等での相談

専門家が訪問する生活支援

１ 番目 ２ 番目 ３ 番目 ４ 番目 ５ 番目 ６ 番目

22.7

7.5

21.5

20.6

7.8

1.5

19.7

15.8

16.1

11.0

9.6

5.7

17.3

11.0

9.9

7.8

15.8

9.3

7.5

10.7

9.3

6.0

12.2

11.0

4.5

10.7

5.7

5.1

14.6

13.4

3.0

6.9

6.9

13.4

6.3

16.7

0% 20% 40% 60% 80%

金銭・ 財産管理

ホームヘルプサービス（ 家事援助）

グループホームなど住む場所の支援

就労支援

障害者相談サポート センター等での相談

専門家が訪問する生活支援

１ 番目 ２ 番目 ３ 番目 ４ 番目 ５ 番目 ６ 番目
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４．精神障害 

 

n=341 ※ 無回答除く 

 

 

５．指定難病 

 

n=20 ※ 無回答除く 

  

23.1

12.0

4.7

13.2

12.0

4.4

8.5

8.8

5.0

13.2

21.3

8.2

5.3

9.4

7.6

9.9

12.0

12.6

4.7

12.0

7.6

7.9

5.6

12.0

7.0

9.1

12.9

4.4

6.1

8.2

9.1

4.7

16.4

6.4

1.5

8.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

金銭・ 財産管理

ホームヘルプサービス（ 家事援助）

グループホームなど住む場所の支援

就労支援

障害者相談サポート センター等での相談

専門家が訪問する生活支援

１ 番目 ２ 番目 ３ 番目 ４ 番目 ５ 番目 ６ 番目

25.0

25.0

10.0

5.0

5.0

5.0

10.0

5.0

5.0

10.0

25.0

15.0

15.0

5.0

15.0

10.0

10.0

15.0

10.0

5.0

10.0

10.0

10.0

10.0

35.0

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

金銭・ 財産管理

ホームヘルプサービス（ 家事援助）

グループホームなど住む場所の支援

就労支援

障害者相談サポート センター等での相談

専門家が訪問する生活支援

１ 番目 ２ 番目 ３ 番目 ４ 番目 ５ 番目 ６ 番目
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５．仕事について 

（１）仕事の有無 

身体障害では 39.1％、知的障害では 17.9％、精神障害では 21.3％、指定難病

では 5.0％の人が現在仕事をしています。 

仕事をしている人を年齢別に見ると、18～39 歳では 28.9％、40～49 歳では 

35.9％、50 歳以上では 27.1％となっています。 

 

現在仕事をしているか、障害別 

 

 

現在仕事をしているか、年齢別 

 

※年齢の問に対して無回答があるため、各年齢の合計と全体の人数は一致しない。 

 

27.0

39.1

17.9

21.3

5.0

63.3

52.7

69.9

69.3

90.0

9.7

8.2

12.2

9.4

5.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 1,147人）

身体障害（ 450人）

知的障害（ 335人）

精神障害（ 342人）

指定難病（ 20人）

現在、 仕事をしている 現在、 仕事をしていない 無回答

27.5 

3.3 

28.9 

35.9 

27.1 

64.4 

85.7 

88.9 

61.3 

53.3 

64.2 

9.8 

14.3 

7.8 

9.8 

10.7 

8.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 1,147人）

6歳未満（ 21人）

6-17歳（ 90人）

18-39歳（ 256人）

40-49歳（ 270人）

50歳以上（ 491人）

現在、 仕事をしている 現在、 仕事をしていない 無回答
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（２）現在仕事をしていない事情 

仕事をしていない理由で最も多いのは「病気のため」です。全体では 39.4％、身

体障害では 44.7％、精神障害では 56.1％となっています。また、知的障害では

「学校などに通っているため」（30.3％）が最も多くなっています。 

 

仕事をしていない事情、障害別(仕事をしていない人) (複数回答) 

 

  

13.4

13.9

18.7

8.1

5.6

13.6

16.4

24.7

13.1

12.3

13.4

11.4

39.4

18.5

4.1

10.5

11.4

23.2

8.0

5.1

9.7

14.8

16.9

7.6

9.7

8.8

11.0

44.7

17.3

4.6

11.5

9.0

13.2

0.9

3.4

13.2

9.0

12.0

4.7

9.8

30.3

10.3

15.0

22.2

4.3

19.0

22.4

21.1

16.0

8.9

19.0

26.2

45.6

27.8

17.7

2.1

8.0

56.1

16.5

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.6

16.7

0.0

5.6

0.0

77.8

66.7

11.1

0.0

0.0% 40.0% 80.0%

障害者に対する職場環境などの配慮が足りないため

希望しても雇ってくれないため

通うのが困難なため

医者に働くことを制限されているため

相談機関などの援助がないため

仕事に就くための訓練ができないため

自分の希望する条件の仕事がないため

仕事をすることが不安なため

職場で嫌な思いをしたことがあるため

仕事をしたいと思わないため

学校などに通っているため

高齢のため

病気のため

その他

無回答

全体（726人）

身体障害（237人）

知的障害（234人）

精神障害（237人）

指定難病（18人）
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（３）仕事をしたいかの希望 

現在仕事をしていない方のうち 39.4％が「今後、仕事をしたい」としています。 

年齢別に見ると、「今後、仕事をしたい」とする人は 18～39 歳で 39.5％、40

～49 歳で 36.1％、50 歳以上で 27.3％となっており、年齢が上がるにつれて少な

くなっています。 

 

今後仕事をしたいか、障害別（現在仕事をしていない方） 

 

 

今後仕事をしたいか、年齢別（現在仕事をしていない方） 

 

 

※年齢の問に対して無回答があるため、各年齢の合計と全体の人数は一致しない。 

  

39.4

33.3

44.0

42.6

16.7

52.5

59.9

48.7

46.4

83.3

8.1

6.8

7.3

11.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 726人）

身体障害（ 237人）

知的障害（ 234人）

精神障害（ 237人）

指定難病（ 18人）

今後、 仕事をしたい 今後、 仕事をしたく ない（ できない） 無回答

39.4 

83.3 

83.8 

39.5 

36.1 

27.3 

52.5 

11.1 

15.0 

52.2 

52.8 

65.4 

8.1 

5.6 

1.3 

8.3 

11.1 

7.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 726人）

6歳未満（ 18人）

6-17歳（ 82人）

18-39歳（ 157人）

40-49歳（ 144人）

50歳以上（ 315人）

今後、 仕事をしたい 今後、 仕事をしたく ない（ できない） 無回答
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（４）仕事をしたくない（できない）理由 

仕事をしたくない（できない）理由で最も多いのは「病気のため」です。全体では

49.9％、身体障害では 56.3％、精神障害では 66.4％、指定難病では 60.0％とな

っています。知的障害では「仕事に就くための訓練ができていないため」（25.4％）

が最も多くなっています。 

 

仕事をしたくない（できない）理由 (複数回答) 

 

  

13.6

9.7

21.3

7.9

5.2

14.2

12.1

26.8

15.7

19.4

49.9

19.4

5.8

9.2

7.0

21.8

7.7

2.1

8.5

7.7

17.6

8.5

17.6

56.3

21.1

5.6

19.3

12.3

21.9

0.9

5.3

25.4

8.8

21.9

12.3

21.9

24.6

27.2

5.3

15.5

11.8

22.7

16.4

10.0

11.8

21.8

46.4

30.9

14.5

66.4

10.9

5.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.7

6.7

0.0

53.3

60.0

6.7

13.3

0.0% 40.0% 80.0%

障害者に対する職場環境などの

配慮が足りないため

希望しても雇ってくれないため

通うのが困難なため

医者に働くことを制限されているため

相談機関などの援助がないため

仕事に就くための訓練ができないため

自分の希望する条件の仕事がないため

仕事をすることが不安なため

職場で嫌な思いをする心配があるため

高齢のため

病気のため

その他

無回答

全体（381人）

身体障害（142人）

知的障害（114人）

精神障害（110人）

指定難病（15人）
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（５）仕事を選ぶ際の条件 

仕事をしている人や今後仕事をしたい人が仕事を選ぶ条件となるのは、多い順に

「障害に理解のある人がいること」（63.6％）、「通勤しやすいこと」（59.7％）、

「仕事にやりがいがあること」（52.3％）となっています。 

身体障害では「通勤しやすいこと」（60.0％）、知的障害（76.7％）と精神障害

（67.8％）では「障害に理解のある人がいること」が最も多くあげられています。 

 

仕事を選ぶ上で希望する条件、障害別（仕事をしている方、今後仕事をしたい方） 

  
 

49.7

25.5

43.3

17.4

29.2

59.7

63.6

52.3

15.6

5.4

2.3

4.7

50.6

25.5

48.2

17.3

13.7

60.0

53.3

54.1

18.8

3.5

2.4

3.1

45.4

14.7

19.6

24.5

52.1

58.9

76.7

50.3

7.4

4.9

4.3

8.6

52.9

36.2

59.2

11.5

31.0

60.9

67.8

52.9

17.8

8.0

0.6

3.4

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

50.0

25.0

0.0

0.0

0.0% 40.0% 80.0%

給料に満足できること

勤務時間が短いこと

通院などの配慮がしてもらえること

障害者用の設備が整っていること

仕事をする上での援助をしてくれる人（ジョブコー

チなど）がいること

通勤しやすいこと

障害に理解のある人がいること

仕事にやりがいがあること

自宅で仕事ができること

その他

特に希望する条件はない

無回答

全体（596人）

身体障害（255人）

知的障害（163人）

精神障害（174人）

指定難病（4人）
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（6）働くにあたって充実して欲しい取組 

仕事をしている人や今後仕事をしたい人が、働く上で充実してほしいことは、多い

順に「企業や団体、市役所などが障害者を積極的に雇用する」（62.8％）、「経営者

や職場の同僚などに障害者に対する理解を促進する」（57.7％）、「就労や仕事に関

する情報を提供したり、相談体制を充実する」（43.1％）、「短時間勤務や勤務日数

等に配慮する」（42.6％）となっています。 

知的障害では「障害者が仕事をするうえでの援助をする人（ジョブコーチ）を充実

する」も多く、60.1％を占めています。 
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働く上で充実してほしいこと、障害別（仕事をしている方、今後仕事をしたい方） 

(複数回答) 

  

  

62.8

26.2

38.3

57.7

34.9

31.5

43.1

15.3

42.6

3.5

4.0

5.9

63.5

31.8

22.0

52.2

25.5

30.2

34.1

21.6

40.8

2.0

3.9

3.9

62.6

12.3

60.1

62.6

44.8

33.7

49.7

9.2

31.3

2.5

3.1

9.2

62.1

30.5

41.4

60.9

38.5

31.6

50.6

11.5

55.7

6.9

5.2

5.7

50.0

50.0

50.0

75.0

75.0

25.0

25.0

25.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0% 40.0% 80.0%

企業や団体、市役所などが障害者を積極的に雇用する

在宅で仕事ができるような仕組みを推進する

障害者が仕事をするうえでの援助をする人（ジョブコーチ）

を充実する

経営者や職場の同僚などに障害者に対する理解を促進する

仕事をするための訓練や講習などを充実する

職場までの交通手段を充実したり、利用しやすいように改善

する

就労や仕事に関する情報を提供したり、相談体制を充実する

勤務場所におけるバリアフリー等に配慮する

短時間勤務や勤務日数等に配慮する

その他

特に充実してほしい取り組みはない

無回答

全体（596人）

身体障害（255人）

知的障害（163人）

精神障害（174人）

指定難病（4人）
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６．教育・療育について 

（１）障害のある子どもの教育・療育で不足していること 

障害のある子どもの教育・療育で不足していることとして、「療育・保育・教育

から就労までの一貫した支援」（29.6％）、「一人ひとりのニーズに応じた教育」

（29.4％）、「保護者に対する情報提供・支援」（29.1％）、「低い年齢からの

診断・相談・療育」（26.4％）など、様々な分野があげられています 

 

教育・療育に不足していること、障害別（複数回答） 

 

26.4

21.7

29.6

29.4

15.2

24.8

25.1

29.1

19.1

5.3

13.0

28.8

22.7

24.0

22.2

24.9

20.9

25.1

24.7

26.2

16.4

4.7

12.7

30.4

34.3

22.4

44.5

40.0

9.3

31.0

29.3

40.3

24.8

6.0

12.8

17.0

23.7

18.1

24.6

25.4

13.2

18.7

21.9

22.2

16.4

5.8

14.0

36.5

25.0

20.0

30.0

20.0

20.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0.0

5.0

55.0

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

低い年齢からの診断・相談・療育

身近なところにある保育園、幼稚園、学童クラブ、

学校に通えること

療育・保育・教育から就労までの一貫した支援

一人ひとりのニーズに応じた教育

校舎のバリアフリーなど設備

教職員の研修、看護師や介護スタッフの配置

進学や就職についての相談･支援

保護者に対する情報提供･支援

理学療法士、作業療法士などの専門職の支援

その他

特にない

無回答

全体（1,147人）

身体障害（450人）

知的障害（335人）

精神障害（342人）

指定難病（20人）
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（２）園や学校について不安や不満に感じていること 

園や学校についての不安や不満についての件数は下表の通りです。 

全体では「園や学校の環境や行事などの不安や不満」に関する意見が 70 件と最も

多くなっています。身体障害では「園や学校の環境や行事などの不安や不満」が 40

件、知的障害では「教員・スタッフの体制等」が 38 件、精神障害では「理解・配慮

不足や差別・いじめによる不安・不満」が 18 件と意見が多くなっています。 

 

園や学校についての不安や不満の意見数 

 

「５．その他」の内容 ・思い出したくもない 

 

（３）保育所等訪問支援の利用希望について（小学生及び未就学の方） 

 全体として「ぜひ参加したい」（44.9％）が最も多くなっています。 

保育所等訪問支援の利用希望について 

 

全体 身体障害 知的障害 精神障害 難病

１．園や学校の環境や行事などの不安や不満 70 40 12 17 1

（園や学校の運営について） 37 13 11 12 1

（園や学校の施設について） 33 27 1 5 0

２．教員・スタッフの体制等 63 21 38 4 0

（職員の知識や理解の不足） 41 10 28 3 0

（人手や体制等の不足） 22 11 10 1 0

３．理解・配慮不足や差別・いじめによる不安・不満 49 12 19 18 0

（障害への理解・配慮不足） 36 12 11 13 0

（差別・いじめ） 13 0 8 5 0

４．進学・就職 6 4 1 1 0

５．その他 1 0 0 1 0

189 77 70 41 1合　計

項目（内訳項目）

44.9

23.8

54.9

25.0

15.4

19.0

13.7

25.0

12.8

19.0

11.8

2.6

3.9

3.8

4.8

3.9

20.5

26.1

11.8

50.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体（ 78人）

身体障害（ 23人）

知的障害（ 51人）

精神障害（ 4人）

ぜひ利用したい できれば利用したい どちらともいえない

あまり利用しない 利用しない 無回答
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６ 第４期横須賀市障害福祉計画の実施状況 

 

１ 数値目標に対する実績 

 

■ 施設入所者の地域生活への移行 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 
29 年度 
末累計 

平成 26 年 4 月時点の入所施設利用者数 ① 333 - 

入所施設利用者数 ② 
平成 29 年度末時点の利用者数（人） 333 - 

実績（人） 320 332  - 

入所施設利用者数の減 

①－② 

平成 29 年度末時点の減少見込数（人） 0 - 

実績（人） 13 1  - 

地域生活移行者数 
平成 29 年度末までの累計移行者数（人） 12 12 

実績（人） 2 1   

 

■ 地域生活支援拠点の整備 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

地域生活支援拠点 

の整備 

平成 29 年度末時点の目標  １か所設置 

実績（か所） 0 0  

 

■ 福祉施設から一般就労への移行等 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

一般就労移行者数 
平成 29 年度までの目標（人） 22 

実績（人） 31 44  

就労移行支援事業の 

利用者数 

平成 29 年度末時点の目標（人） 67 

実績（人） 75 100  

就労移行率 3 割以上の 

就労移行支援事業所の割合 

平成 29 年度末時点の目標（％） 50％以上 

実績（％） 0 40％  
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２ 障害福祉サービス等見込量に対する実績 

 

■ 訪問系サービスの見込量 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

訪問系サービス 

合計 

見込量（時間） 15,559  16,023  16,496  

実績（時間） 13,715  13,921   

見込利用者数（人） 745  768  791  

実績利用者数（人） 674  672   

［内訳（実績）］     

居宅介護 

見込量（時間） 14,013  14,434  14,867  

実績（時間） 11,874  11,823   

見込利用者数（人） 696  717  738  

実績利用者数（人） 616  603   

重度訪問介護 

見込量（時間） 765  788  811  

実績（時間） 975  1,220   

見込利用者数(人） 5  6  7  

実績利用者数（人） 8  9   

行動援護 

見込量（時間） 12  12  12  

実績（時間） 6  0   

見込利用者数（人） 2  2  2  

実績利用者数（人） 1  0   

重度障害者等包括支援 

見込量（時間） 0  0  0  

実績（時間） 0  0   

見込利用者数（人） 0  0  0  

実績利用者数（人） 0  0   

同行援護 

見込量（時間） 769  789  806  

実績（時間） 860  878   

見込利用者数（人） 42  43  44  

実績利用者数（人） 49  60   

（備考）数値は１か月あたり。 
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■ 日中活動系サービスの見込量 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

生活介護 

見込量（人日） 17,034  17,715  18,424  

実績（人日） 17,339  18,552   

見込利用者数（人） 1,006  1,046  1,088  

実績利用者数（人） 973  1,012   

自立訓練（機能訓練） 

見込量（人日） 199  207  214  

実績（人日） 150  190   

見込利用者数（人） 27  28  29  

実績利用者数（人） 19  21   

自立訓練（生活訓練） 

見込量（人日） 239  257  275  

実績（人日） 258  270   

見込利用者数（人） 13  14  15  

実績利用者数（人） 15  14   

就労移行支援 

見込量（人日） 1,002  1,134  1,266  

実績（人日） 1,290  1,657   

見込利用者数（人） 53  60  67  

実績利用者数（人） 75  100   

就労継続支援（Ａ型） 

見込量（人日） 807  863  920  

実績（人日） 554  798   

見込利用者数（人） 43  46  49  

実績利用者数（人） 31  39   

就労継続支援（Ｂ型） 

見込量（人日） 5,993  6,511  7,029  

実績（人日） 6,239  7,086   

見込利用者数（人） 347  377  407  

実績利用者数（人） 356  398   

療養介護 
見込利用者数（人） 70  74  74  

実績利用者数（人） 51  56   

短期入所（福祉型） 

見込量（人日） 899  968  1,106  

実績（人日） 1,057  1,343   

見込利用者数（人） 169  182  208  

実績利用者数（人） 202  269   

短期入所（医療型） 

見込量（人日） 37  40  46  

実績（人日） 24  32   

見込利用者数（人） 7  8  9  

実績利用者数（人） 3  14   

（備考）数値は１か月あたり。 
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■ 居住系サービスの見込量 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

施設入所支援 
見込量（人分） 333  333  333  

実績（人分） 326  342   

共同生活援助 
見込量（人分） 252  264  276  

実績（人分） 265  276   

（備考）数値は１か月あたり。 

 

■ 相談支援（サービス利用計画作成費）の見込量 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

計画相談支援 
見込量（人分） 110  120  130  

実績（人分） 162  205   

地域移行支援 
見込量（人分） 5  5  5  

実績（人分） 1  0   

地域定着支援 
見込量（人分） 3  3  3  

実績（人分） 1  1   

（備考）数値は１か月あたり。 
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■ 障害児通所支援等 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

児童発達支援 

見込量（人日） 1,139  1,196  1,256  

実績（人日） 1,099  1,121   

見込利用者数（人） 189  198  208  

実績利用者数（人） 166  202   

医療型児童発達支援 

見込量（人日） 157  157  157  

実績（人日） 167  130   

見込利用者数（人） 20  20  20  

実績利用者数（人） 16  18   

放課後等デイサービス 

見込量（人日） 2,670  2,804  2,944  

実績（人日） 3,693  5,631   

見込利用者数（人） 359  377  396  

実績利用者数（人） 463  614   

福祉型障害児入所支援 

見込量（人日） 682  682  682  

実績（人日） 712 651  

見込利用者数（人） 23  23  23  

実績利用者数（人） 23 21  

医療型障害児入所支援 

見込量（人日） 293  293  293  

実績（人日） 314  327  

見込利用者数（人） 11  11  11  

実績利用者数（人） 11  11  

障害児相談支援 
見込量（人） 30  32  34  

実績（人） 34  82   

（備考）数値は１か月あたり。 
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３ 地域生活支援事業の見込量に対する実績 

■ 相談支援事業等 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

障害者 

相談支援事業 

見込量（か所） 4  4  4  

実績（か所） 4  4   

基幹相談支援 

センターの設置 

見込量（か所） 1 か所設置 

実績（か所） 0  0   

理解促進・ 

研修啓発事業 

見込 実施 

実績 実施 実施  

自発的活動支援事業 
見込 実施 

実績 実施 実施  

成年後見制度 

利用支援事業 

見込量（人） 10  10  10  

実績（人） 6  1   

成年後見制度 

法人後見支援事業 

見込 実施 

実績 実施 実施  

 

■ 意思疎通支援事業者の見込み 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

手話通訳者派遣事業 
見込量（件） 1,016  1,067  1,121  

実績（件） 1,026  995  

要約筆記者派遣事業 
見込量（件） 278  292  306  

実績（件） 305  273  

盲ろう者向け 

通訳・介助員派遣事業 

見込量（件） 3  3  3  

実績（件） 0  0  

手話通訳者・ 

要約筆記者養成事業 

修了見込者数（人） 45  46  47  

修了者数（人） 51  41  

盲ろう者向け 

通訳・介助員養成事業 

修了見込者数（人） 10  12  14  

修了者数（人） 9  9  

手話通訳者設置事業 
実設置見込者数（人） 2  2  2  

実設置者数（人） 2  2  

（備考）数値は１年あたり。 
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■ 日常生活用具給付事業の見込み 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

介護・訓練支援用具 
見込量（件） 28  28  28  

実績（件） 27  22  

自立生活支援用具 
見込量（件） 65  65  65  

実績（件） 56  38  

在宅療養等支援用具 
見込量（件） 63  63  63  

実績（件） 67  47  

情報・意思疎通 

支援用具 

見込量（件） 77  77  77  

実績（件） 39  61  

排泄管理支援用具 
見込量（件） 5,052  5,154  5,258  

実績（件） 4,850  4,999  

居宅生活動作補助用具 
見込量（件） 14  14  14  

実績（件） 15  10  

合  計 
見込量（件） 5,299  5,401  5,505  

実績（件） 5,054  5,177  

（備考）数値は１年あたり。 

 

■ 移動支援事業の見込み 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

移動支援事業 

見込利用者数（人） 1,076  1,119  1,164  

実績利用者数（人） 1,081  1,087  

見込時間数（時間） 17,895  18,611  19,356  

実績時間数（時間） 17,670  17,810   

（備考）利用者数、時間は１か月あたり。 

 

■ 地域活動支援センター（地域作業所を含む）の見込み 

  平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

地域活動支援センター 

（地域作業所を含む） 

見込量（か所） 29  28  27  

実績（か所） 29  27   

見込利用者数（人） 364  352  340  

実績利用者数（人） 364  349   

（備考）利用者数は１か月あたり。
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〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町 11 番地 

横須賀市 福祉部 障害福祉課 

 TEL：046-822-9398 FAX：046-825-6040 

 E-mail：hp-hw＠city.yokosuka.kanagawa.jp 

横須賀市 こども育成部 こども青少年支援課 

 TEL：046-822-8937 FAX：046-828-4556 

  E-mail：ya-ci＠city.yokosuka.kanagawa.jp 


